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(1) (1)   

① ・ ・ ・ Ａ   

・

・

・

・ ・ ・ 　撮影者（現像・検査作業等含む）
４名及び撮影前後処理担当の
パート職員を１日平均４名で稼働
できる体制で実施した。撮影は、
２，３２９冊、約９８万コマ行った。
軽修復は、５，８０５冊を行った。

Ａ  

　詳細は、報告書６０頁「つくば分
館における撮影等」に記載。

② ・ ・ ・ 　随意契約によることができる限
度額を国の基準と同一とし、原則
として平成２０年度から順次一般
競争入札等に移行することなどを
内容とする「随意契約見直し計
画」を平成１９年１２月２０日に決
定した。

Ａ   

評価理由
自己
評価

　受入れから目録作成までは、分
館において,パート職員を活用し一
元的に行い、平成２０年１月まで
にすべての目録原稿の作成を完
了した。
　業務に習熟したパート職員を引
き続き採用し、３班に分け新たに
各班に班長を置き、業務の円滑
化を図った。
　目録原稿作成については、パソ
コンによる目録データ入力を行
い、これを平成１９年度からはデ
ジタルアーカイブ・システムの入力
データとして活用した。
　業務量等によってパート職員の
人数を増減したり、他の業務に振
り替えるなど柔軟な対応を行い、
効率的に作業を行った。

　詳細は、報告書３８頁「(2)業務
の実施体制」に記述。

分科会評価実　　　　績

（記載事項）

評　　価　　基　　準

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
指　　　　　標

パートタイマーによるマイ
クロフィルム撮影の進捗
状況、必要に応じたマ
ニュアルの改定状況

　なお、業務の効率化に際し、館業務が
長期的視野に立って実施すべき業務で
あることにかんがみ、業務の継続性及び
適切な履行の確保に十分留意しつつ計
画的な削減を図るため、目録データ入力
業務、システムの保守、設備の維持管理
などの外部委託、賃貸、保守・修繕に係
る経費について、業務の電子化の推進、
一般競争入札の拡大などにより、中期目
標期間中、毎事業年度において、対前年
度２％以上の縮減を図る。

一般競争入札の拡大、業
務の見直しなどの進捗状
況

パートタイマーによる目録
作成の進捗状況、必要に
応じたマニュアルの改定
状況

中期計画の各項目 
評　　価　　項　　目

（１９年度計画の各項目）

　業務運営の効率化に関する目標を達成するた
めとるべき措置

　業務運営の効率化に関する目標を達成す
るためとるべき措置
　館の基幹業務である歴史公文書等の受入
れから一般の利用に供するまでの業務運営
のより効率化等を図るため、以下の事項につ
いて計画的に取り組む。

　業務の効率化

　館に対して示された中期目標達成に向け、前
期及び前年度までの業務実績を踏まえ、館の業
務を更に円滑かつ効率的に実施するため、中期
計画及び年度計画に則り、各業務分野ごとに可
能な限りの数値目標を盛り込んだ具体的な執行
計画を策定し、四半期毎にその達成状況を把握
して、その的確な推進を図る。特に以下の事項
について積極的に取り組む。

　館の業務運営については、業務全般の
効率化を図り、経費総額について、中期
目標の最終年度（平成21年度）に前期中
期目標の最終年度（平成16年度）に対し
て、７％以上削減する。

同上。

　業務の継続性及び適切な履行の確保
に十分留意しつつ、システムの保守、設
備の維持管理などの外部委託、保守・修
繕などの経費について、一般競争入札
の拡大、業務の見直しなどを図ることに
より、新規に追加又は拡充されるものを
除き、対前年度２％以上の縮減を図る。

　前年度計画に引き続き、歴史公文書
等の受入れ及び保存に係る業務を同一
の部署の下で一元的に行うとともに、前
期に作成した目録作成等のマニュアル
及びマイクロフィルム撮影マニュアルに
基づき、パートタイマーによる効率的か
つ的確な業務を行い、必要に応じマニュ
アルの見直しを行う。

国立公文書館からの説明等
を受け、分科会委員の協議
により判定する。

同上。

独立行政法人国立公文書館の平成１９年度の業務実績に関する項目別評価表 　資料１
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・ 　従来随意契約によっていた設備
の維持管理などについて、仕様書
等を検討・整備し、一般競争入札
に付した（２６件）。

・ 　デザインなど価格以外の要素を
もって業者を選定した方が適当な
契約については、企画競争による
こととし、競争性を常に考慮した調
達に努めた。

・ 　業務の見直しに関しては、目録
原稿作成について、パソコンによ
る目録データ入力を行い、これを
平成１９年度からはデジタルアー
カイブ・システムの入力データとし
て活用し、経費の削減を図った。

・ ・ ・ 　経費総額については、平成１６
年度の既定経費１，５７１百万円
に対して、平成１９年度は１，４７８
百万円、５．９％の減となってい
る。

Ｂ  

・ 　外部委託等の執行状況につい
ては、平成１８年度との決算額の
名目比較では、１１９百万円、２
３．５％増となっているが、１８年度
のアジ歴データ受入れの大幅減
少による未執行額の１９年度への
繰越しなど外的要因を除く実質比
較では、３３百万円、５．６％の減
となっている。

　詳細は、報告書１４頁「(7)業務
の効率化」に記述。

(2) (2)   

・ ・ ・ 　平成１８年１１月１５日に決定、
公表した「業務・システム最適化
計画」の工程表に基づき、以下の
とおり実施し完了した。

Ａ   

・ 　館とアジ歴におけるJPEG2000
形式によるデジタル資産の共有
化については、JPEG2000形式に
対応したデジタル画像を作成し、
アジ歴に４６万コマを提供した。平
成２０年度の公開を目指して、ア
ジ歴システムへの登載作業を行っ
ている。

・ 　次期デジタルアーカイブに向け
た概算要求額の積算書について
は、民間事業者３社からの見積書
を踏まえ、概算要求額を算定し
た。さらに、算定結果に関するCIO
補佐官の所見（妥当である旨）を
踏まえ、概算要求額積算書を作
成した。

・ ・ ・ 　最適化ガイドラインに従い、平成
１８年度「最適化実施状況報告
書」、「最適化実施評価報告書」を
作成し、平成１９年６月２２日に公
表した。

Ａ

同上。

同上。

対前年度２％以上縮減の
状況

同上。

　「業務・システム最適化計画」を策定する
ための措置

最適化工程表に基づく業
務の進捗状況

報告書の作成及び公表
の状況

　館業務の効率化を図るため、情報通信
技術の活用とこれに併せた業務の見直
し、簡素化及び効率化並びに費用の軽
減化などの向上を図るための「業務・シス
テム最適化計画」を平成１８年度末まで
のできるだけ早期に策定する。

　平成18年度に策定した「業務・システム最
適化計画」（国立公文書館業務・システム最
適化PT会議決定(平成18年11月15日))を実
施するため、最適化工程表に基づく業務を
行うとともに、「業務・システム最適化指針
（ガイドライン）」に従い、最適化実施状況報
告書及び最適化実施評価報告書を作成し、
公表する。
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(3) (3)   
・ ・ ・ Ａ   

2 2   

(1) (1)   

・ ・ ・ Ａ   

・

(2) (2)   

① ①  

ⅰ) ⅰ) ・ ・ ・ 　平成１９年１２月２６日付けで内 Ａ   
閣総理大臣から館長に対し、各府
省等から申出のあった行政文書
５，７７９ファイル及び広報資料３７
６件の意見照会があり、申出の
あった 行政文書等は移管を受け
ることが適当である旨、また、申
出のなかった行政文書等につい
ては、別途意見を申し述べる旨１
２月２７日付けで回答した。

・ 　移管申出のなかったものについ
ては、保存期間が満了となる行政
文書約１０３万ファイルについて、
各府省庁等に出向いて実査、協
議を行うなど把握・精査を実施し
た。その結果、１，９７０ファイルに
ついて追加の申出があり、同ファ
イルの移管が適当であるとの意
見を平成２０年３月２４日付けで内
閣総理大臣に提出した。

国立公文書館からの説明等
を受け、分科会委員の協議
により判定する。

　修復に当たる職員の退職に伴
い、業務の円滑な執行体制を確
保するため、必要な技能を有して
いる者を新たに職員として採用し
た。

国立公文書館からの説明等
を受け、分科会委員の協議
により判定する。

同上。

受入れのための適切な措置

総人件費改革に関する措置

　国民に対して提供するサービスその他の業
務の質の向上に関する目標を達成するため
とるべき措置

体制整備の検討
   国民に対して提供するサービスその他の業務
の質の向上に関する目標を達成するためとるべ
き措置

　体制整備の検討 　体制整備の検討

 　歴史公文書等の受入れ、保存、利用そ
の他の措置

　歴史公文書等の受入れ、保存、利用その
他の措置

　公文書等の適切な管理、保存及び利用
を行うため、内閣官房長官主宰の「公文
書等の適切な管理、保存及び利用に関
する懇談会」報告書等を踏まえ、業務の
一層の効率化を図りつつ、館の機能の充
実強化のために必要な体制整備を図る
ことを検討する。

　公文書等の適切な管理、保存及び利用を
行うため、内閣官房長官主宰の「公文書等
の適切な管理、保存及び利用に関する懇談
会」報告書（第１次）等を踏まえ、業務の一
層の効率化を図りつつ、館の機能の充実強
化のために必要な体制整備を図ることを検
討する。

　「行政改革の重要方針」（平成17年12月
24日閣議決定）を踏まえ、平成１８年度以
降５年間で平成１７年度末に対して５％
以上の人員削減を行うこととし、今中期
目標期間中に常勤職員１名の削減を行う
とともに、役職員の給与に関し、俸給水
準の引き下げを行うなど、国家公務員の
給与構造改革を踏まえた見直しに取り組
む。

　館は、歴史公文書等を適切に保存し、その
記録された内容を将来にわたって一般の利
用に供し得る状態に保つことを最重点課題と
しつつ、以下に掲げる事項に取り組む。

　「行政改革の重要方針」（平成17年12月24
日閣議決定）を踏まえ、総人件費改革等に
取り組む。

役職員給与の見直し状況

受入れのための適切な措置

　公文書等の移管について内閣
総理大臣に対して述べる意見の
充実を図るため、あらかじめ各府
省庁が保有する公文書等を把握
し、専門的知見を活かして精査を
行うなど、その具体的な運用、手
続に関する改善方策の検討を平
成17年度より行い、その結果を順
次反映させる。

　 公文書等の移管について内閣総理大
臣に対して述べる意見の充実を図り、ま
た、政府の移管基準及び移管手続きの
改善に資するため、あらかじめ各府省庁
が保有する公文書等を把握し、専門的
知見を活かして精査を行うなど、その具
体的な運用、手続きに関する改善方策
の検討を行い、その結果を順次反映さ
せる。

公文書等の把握・精査の
状況

館の機能の充実強化の
ために必要な体制整備の
検討状況

　国家公務員の給与構造改革を
踏まえ、所要の規定改正を行っ
た。なお、指定職職員の給与改定
を見送るとした政府の方針に準
じ、役員報酬については改定を行
わなかった。

　館の機能強化及び業務の多様
化に対処するため、企画専門官１
名を配置した。
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・ ・ ・

・

・

　移管基準のうち、予め各行政機
関の長と移管について協議し合
意することとなっている「特定の国
政上の重要事項等の指定」及び
「定期的に作成される行政文書の
移管」について、各府省との協議
を経て、平成１９年６月２７日に
「国政上の重要事項の指定につ
いて」を内閣総理大臣が決定、
「定期的に作成される行政文書の
移管について」を内閣府と各省が
合意した。
　この合意を受け、６月２８日の事
務次官等会議において、内閣府
事務次官から各省事務次官等に
対し、歴史公文書等の移管の促
進を要請した。
　重要事項については、各府省か
ら提出があった文書リストに基づ
き、その適否の判断を行い、さら
には、リストの提出はないが、重
要事項と考えられる文書の把握・
精査を行っているところである。

Ａ

・ 　平成１９年度の移管事務の遂行
過程で把握された問題点等を踏
まえ、次年度以降の改善方策を
検討し、内閣府と協議した。

ⅱ) ⅱ) ・ ・ ・ 　司法機関との移管の「定め」の Ａ   
 　  早期締結に向けて、平成１８年

５月に内閣府と共に「移管の定
め」（案）を作成し、最高裁側に提
示した。現在最高裁事務局の回
答を得るべく具体的協議を行って
いる。

ⅲ) ・ ・ ・ 　平成１９年６月に決定した「国政
上の重要事項」及び「定期的作成
文書」を含む移管基準を分かりや
すく解説したパンフレット「歴史公
文書等の移管」を１，５００部、「公
文書移管関係資料集」を１，０００
部作成し、各府省等への説明会
及び各府省等文書主管課職員等
に対する公文書保存管理講習会
等で配布した。

Ａ   

・ ・ ・ 　館長が内閣府大臣官房管理室
長を同行し、各府省庁事務次官
等に直接面談の上、移管が望ま
しい文書を具体的に提示しつつ、
歴史公文書等の移管の重要性に
ついて説明するとともに、移管基
準の趣旨等について理解を求め
移管の促進方を要請した。（１８機
関の事務次官等）

Ａ  同上。

同上。

同上。

国立公文書館からの説明等
を受け、分科会委員の協議
により判定する。

司法機関との移管に関す
る協議の状況

運用、手続きの改善、検
討状況

　上記ⅰ)の結果を踏まえつつ、
移管基準（手続を含む。）の改善
に資する調査研究を行って、その
結果を内閣総理大臣に報告する
ことにより、順次政府の移管基準
の改善に反映させる。

　 司法機関との移管の「定め」の締結に
向けて、内閣府とともに協議を行う。

　歴史公文書等の移管の趣旨の徹底を
図るため、移管基準を分かりやすく解説
したパンフレットの作成・配布、関係行政
機関に出向いての説明会、本館・分館で
の研修・施設見学会を実施する。

パンフレットの作成・配布
の実施状況

関係行政機関に出向いて
の説明会の実施状況
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・ 　各府省等文書主管課職員等の
歴史公文書等の移管に対する理
解を深めるとともに、移管基準の
周知を図るため、公文書専門官
等が移管対象のすべての府省等
に出向き、館作成の「公文書移管
関係資料集」、「歴史公文書等の
移管」及び移管実績を踏まえた
「説明資料」を使用し、歴史公文
書等の移管の意義、移管の実例
及び移管後の行政利用等につい
て説明会を実施した。この説明会
に参加した各府省等職員は、合
計で１８機関４３９名であった。

  

・ ・ ・ Ａ  

・ 　平成１９年８月３１日に実施した
「つくば分館研修・見学会」（１０機
関２３名参加）において、移管・公
開・受入実務の仕組みへの理解
の深化を図るとともに、各府省庁
等から受け入れた公文書等の保
存の現況をつくば分館において研
修し、見学を実施した。

　詳細は、報告書６５頁「５　教育・
研修、普及啓発」に記述。

ⅳ) ・  １００％以上 Ａ   
・ 　「平成１８年度公文書等移管計

画」に基づいて各府省庁から５，５
１７ファイル、広報資料４３２件を
受け入れるとともに、平成２０年度
に移管される計画であった大阪大
学保管分の民事判決原本(２年分
割の２年目)及び平成２１年度に
移管される計画であった香川大学
分をそれぞれ前倒しして平成１９
年１０月に受け入れた。

１００％
以上

７５％
以上

１００％
未満

２５％
以上
７５％
未満

同上。

移管計画(一般行政文書
5,517ﾌｧｲﾙ、広報資料432
件)に対する歴史公文書
等の受入れ状況

２５％
未満

　「平成１８年度公文書等移管計画」等
に従い、館の効率的な運営を考慮しつ
つ、関係行政機関と調整の上、歴史公
文書等の円滑かつ計画的な受入れを行
う。

本館・分館での研修・施
設見学会の実施状況

　平成１９年６月２５日から２７日ま
で実施した「公文書保存管理講習
会」（２０機関３９名参加）におい
て、本館の見学を実施するととも
に、平成１９年度から同講習会の
受講者のうち希望者（１３機関２２
名）に対して、６月２８日につくば
分館の見学を実施した。

　
　詳細は、報告書３９頁「(3)受入
れから排架までの業務」に記述。
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ⅲ) ⅴ） ・ ・ ・

・

・

・

　時の経過を踏まえた公開基準の
見直しを検討するため学識経験
者（７人）から意見等を聴取し、そ
の結果を取りまとめ、研究連絡会
議に報告した。
　館に置かれている有識者会議
の機能を充実し、歴史公文書等
の一般の利用の制限に関する重
要事項等について有識者会議に
諮る等の措置を講じるため、業務
方法書を変更した（平成１９年３月
２６日）ことに伴い、平成１９年５月
２５日開催の有識者会議において
利用制限等の状況を報告した。
　平成１８年６月に改正された利
用規則に基づき、歴史公文書等
に含まれる本人情報の閲覧申込
が２件あり、審査の結果、いずれ
も本人情報を公開した。
　非公開文書資料群の見直しによ
り、公開可能な文書については、
区分を変更し、一般の利用に供す
る方向で、全般的な調査を実施し
た。

A   

② ② １００％以上 A  
ⅰ) ・ ・    

・ ・ ・

・

・

　書庫の温湿度管理（定温22℃・
定湿度55%前後）、火災対策、光
対策を図った。
　書庫及び閲覧室等の温湿度計
測を実施し、問題ないことを確認
した。
　本館1階展示ケースについて、
飛散防止フィルムの張り替えを
行った。

A  

　詳細は、報告書４３頁「（1）保存
環境」に記述。

ⅰ) ⅱ) ・ ・ ・ 　保存対策方針に基づき、以下の
項目に記載するとおり、修復作
業、マイクロフィルム化等媒体変
換の措置を計画的に実施した。

A   

　(2)①ⅳ)により受け入れた歴史公文書
等について、紙等の劣化要因を除去す
るために必要な措置を講じた上で、温湿
度管理のできる適正な保存環境の専用
書庫に、簿冊の製本形態に応じた適切
な排架を行い保存する。

専用書庫の環境状況及
び管理体制

受け入れた歴史公文書
等のうち、劣化要因の除
去等、必要な措置を講じ
た歴史公文書等の割合

国立公文書館からの説明等
を受け、分科会委員の協議
により判定する。

１００％
以上

国立公文書館からの説明等
を受け、分科会委員の協議
により判定する。

　移管後の情報の公開を広く信頼
が得られる形で行うため、移管さ
れた公文書等の公開に関し、個
人情報保護や移管元省庁の意見
の勘案等の観点を踏まえ、合理
的な手続及び公開基準の在り方
についての検討を平成17年度よ
り行い、平成18年度目途に結論を
得る。

保存のための適切な措置
２５％
未満

保存対策方針に基づく保
存のための適切な措置状
況

同上。　館が保存している歴史公文書等
について、所蔵資料保存状況調
査を踏まえて平成14年度に策定
した「保存対策方針」に基づき、順
次、必要な修復、媒体変換等の
措置を講ずる。

　平成１４年度に策定した保存対策方針
に基づき、順次、必要な修復、媒体変換
等の措置を講ずる。

　移管後の情報の公開を広く信頼が得ら
れる形で行うため、移管された公文書等
の公開に関し、移管元省庁の意見の勘
案等の観点を踏まえ、合理的な手続き
及び公開基準の見直しの検討を行う。

公文書等の公開に関して
の合理的な手続き及び公
開基準の見直しの検討状
況

保存のための適切な措置
２５％
以上
７５％
未満

７５％
以上

１００％
未満

  受け入れた歴史的公文書等の
すべてについて、くん蒸、簿冊ラベ
ルの作成・貼付作業と表紙等の
軽修復を行い、書庫に排架し、一
連の作業を終了した。

　詳細は、報告書４０頁「(3)②くん
蒸作業」及び４４頁「３保存(2)くん
蒸」に記述。
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ⅱ) ⅲ) ・  100%以上 Ａ   

・ カラーポジフィルム撮影対象の都
市計画地図（重修復）や虫損の著
しい地方検察庁関係文書（リーフ）
等平成19年度の修復作業状況は
下記のとおりである。
　　軽修復5,827冊(103%）
　　重修復　273冊（101%）
　　リーフ　5,623丁（102%）
　
　詳細は、報告書４４頁「(３)修複」
に記述。

ⅳ) ・ ・ ・ 　劣化の著しい昭和21年の「公文
類聚」のほか、形態や劣化状況も
異なる戦争裁判関係資料等を選
定し昨年度に引き続き処理作業
を計画的に実行した。

Ａ   

・ 　「アーカイブズ」第28号から30号
の「資料の保存」をテーマとした特
集の中に、「大量脱酸の技術的な
方法」についての原稿を掲載し
た。
　
　詳細は、報告書４５頁「(4)少量
脱酸処理」に記述。

・  100%以上 Ａ  
・

ⅲ) ⅴ) ・  100%以上 Ａ  
・

ⅵ) ・  100%以上 Ａ
・ 　マイクロフィルム4,132本、記録

映画フィルム106本の巻き戻し、汚
れの除去等を行った。

ⅳ) ⅶ) ・ ・ ・ Ａ   

・

③ ③   

　劣化が進行している歴史公文書
等のうち、閲覧に供し得ない状態
にある等緊急に措置を講ずる必
要があるものについては、歴史資
料としての重要度を考慮し、事業
年度ごとに数値目標を設定し、計
画的に修復を実施する。
　また、劣化要因に応じて、伝統
的な技術に加え、少量脱酸処理
技術等科学的な保存技術をも取
り入れた修復を、事業年度ごとに
数値目標を設定し、計画的に実
施する。 　劣化要因に応じて、伝統的な技術に加

え、少量脱酸技術等の科学的技術等を
取り入れた修復を、資料の選択及び作
業計画を立て、年１０００枚を計画的に
実施する。

電子媒体の効率的な管
理・保管についての実証
実験等の状況

　電子媒体の公文書等の効率的
な管理・保存に向け最適な保存
媒体と管理方策等についての検
討を平成17年度より行い、平成18
年度を目途に結論を得ることとす
る

　内閣府懇談会報告書（第２次）の提言
を踏まえ、電子媒体の公文書等の効率
的な管理・保存について、内閣府と一体
となって実証実験等を行う。

　マイクロフィルム媒体等の長期保存の
ため、巻き戻し、汚れの除去等を行う。

　一般の利用に供するための適切な
措置

　一般の利用に供するための適切な措
置

巻き戻し、汚れの除去等
の計画数（マイクロフィル
ム4,000本、映画フィルム
100本）の処理状況

資料の選択及び修復作
業計画の状況

マイクロフィルム作成計
画（館内撮影978,000コ
マ、外部委託 1,400,000コ
マ）に対する変換状況

　原本の保護及び利用者の利便性の向
上を図るため、利用頻度等を考慮し、順
次マイクロフィルム等への媒体変換を行
う。

　原本の保護及び利用者の利便
性向上のために、利用頻度等を
考慮して、順次マイクロフィルム等
への媒体変換を行う。

修復計画に対する修復状
況

１０００枚の修復作業状況

　劣化が進行している歴史公文書等のう
ち、閲覧に供し得ない状態にある等緊急
に措置を講ずる必要があるものについ
ては、歴史資料としての重要度を考慮
し、計画的に修復を実施する。
　修復計画：重修復２７０冊、軽修復５６５
０冊、リーフキャスティング５５００丁

１００％
以上

２５％
以上
７５％
未満

２５％
以上
７５％
未満

２５％
以上
７５％
未満

国立公文書館からの説明等
を受け、分科会委員の協議
により判定する。

１００％
以上

２５％
未満

２５％
未満

２５％
未満

７５％
以上

１００％
未満

２５％
以上

１００％
以上

国立公文書館からの説明等
を受け、分科会委員の協議
により判定する。

１００％
以上

２５％
未満

　「公文書等の作成時又は作成前
からの評価選別」について、カナ
ダ・オーストラリア等で行われてい
るマクロ評価選別に関する基礎的
調査研究を継続して実施した。

　平成19年度の少量脱酸の作業
状況は下記のとおりである。
　　1010枚(101%）

　懇談会報告書（第２次）の提言
内容を踏まえて、館職員を内閣府
事務官に引き続き併任して、内閣
府と一体となって、メタデータ及び
長期保存フォーマットの在り方等
について実証実験等を行った。

１００％
未満

７５％
未満

７５％
以上

１００％
未満

７５％
以上

１００％
未満

７５％
以上 　マイクロフィルム撮影約249万コ

マ撮影完了
　「内訳]
　　　館内撮影（平成12年度移管
　　　大蔵省等） 約99万コマ
　　　外部委託（平成17年度移
        管内閣法制局、諸家系譜
        （内閣文庫）等）　約151万
          コマ

　詳細は、報告書５９頁「①16mm
マイクロフィルム」に記述。《資料３
－３８参照》
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ⅰ) ⅰ) ・  100%以上 Ａ   
・ 　「平成１８年度公文書等移管計

画」に基づき平成１９年４月から１
０月にかけて受け入れた歴史的
公文書１７，７８４冊及び広報資料
６３０点並びに同年１０月に受け入
れた民事判決原本(大阪大学・香
川大学)４，１６９冊について平成２
０年１月までに目録原稿の作成を
完了した。

　詳細は、報告書４１頁「目録の作
成業務等」に記述。

・  １００%以上 Ａ  
・

・

・ ・ ・ 　従来非公開区分とされていた資
料のうち戦争裁判関係資料（非公
開分約２，５００冊）について前年
度に引き続いて区分変更の見直
しを実施し、公開・非公開審査会
議に諮り、区分の変更を実施した
（公開９４９冊、要審査公開１，５３
１冊、非公開１３冊）。

Ａ

・ 　平成１９年度においては、東京
裁判弁護関係資料前年度残り分
５９３冊の件名目録を作成すると
ともに、公開４２２冊、要審査公開
１７１冊に区分を変更した。また、
旧厚生省関係資料等１，２９５冊
についても、同様に件名目録を作
成し、これをもとに公開区分変更
の見直しを行った（公開５７冊、要
審査公開１，２２５冊、非公開１３
冊）。
　これらにより東京裁判弁護関係
資料を含む戦争裁判関係資料の
公開区分の変更は完了した。

ⅱ) ⅱ）   

イ ・ ・ ・ 　利用者の更なる利便性及び
サービスの向上を図るため一新し
たホームページに新たなコンテン
ツを追加。

   A   

措置 置

　移管計画に基づき受け入れる
歴史公文書等の受入れから一般
の利用に供するまでの期間につ
いては、事業年度ごとに受入れ冊
数を考慮した１年以内の処理期
間目標を設定し、計画的に行う。

　「平成１８年度公文書等移管計画」等
に基づき受け入れる歴史公文書等の目
録を、当該公文書の受入れから速やか
に作成し、これまでの公開審査の事例を
基に、公開・非公開区分の概定を行い、
前年度までの実績を踏まえ更なる効率
化を図り、当該歴史公文書等の受入れ
から１１か月を目標に一般の利用に供す
る。

　歴史公文書等のより幅広い利
用を図るため、利用統計等を分析
することにより利用者の動向等を
把握し、これに応じた展示会の開
催、ホームページの充実、広報誌
の刊行等の広報も積極的に行う。

非公開文書の概定区分
の見直し状況

　また、公開利用促進の観点から、既に
移管されている歴史公文書等のうち、非
公開文書の概定区分の見直しを行い、
可能なものから順次一般の利用に供す
る。

　館の存在とその意義を国民に周知し、
歴史公文書等の幅広い利用を図るた
め、次の事項を行う。

　展示会等あらゆる機会を利用し
て、館の機能、役割、存在意義並び
に館が所蔵する歴史公文書等につ
いて、国民への周知、紹介を図る。

２５％
未満

７５％
以上

１００％
未満

１００％
以上

２５％
以上
７５％
未満

歴史公文書等の受入れ
後の目録作成状況

国立公文書館からの説明等
を受け、分科会委員の協議
により判定する。

１００％
以上

７５％
以上

１００％
未満

国民への周知、紹介の状
況

国立公文書館からの説明等
を受け、分科会委員の協議
により判定する。

歴史公文書等の受入れ
から１１か月での一般利
用への供用状況

２５％
未満

２５％
以上
７５％
未満

　平成１９年度に受け入れた公文
書等２２，６２０冊の公開・非公開
区分の作業を平成２０年３月まで
に完了し、すべての目録を公開し
一般の利用に供した。
　平成１９年度末現在目録を公
開し一般の利用に供している歴史
公文書等の冊数は６４８，６１６冊
となった。
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・ 　近隣文化施設との連携、千代田
区ミュージアム連絡会への参加、
「つくばちびっこ博士」事業への協
力、政府広報番組、月刊誌等へ
の寄稿、地下鉄駅構内・車内広
告、民間ウェブサイト、DVD、リー
フレット等をはじめ様々な媒体を
利用して積極的に広報を実施し
た。

　詳細は、報告書７７頁「６　刊行
物の刊行、広報」に記述。

ロ ・ ・ ・

・

　閲覧者アンケート、特別展来場
者アンケート及び館ホームページ
「ご意見」コーナー等により、前年
度に引き続き情報収集に努めた。
　その内容を踏まえ、春・秋の特
別展目録を全頁カラー化して資料
写真を掲載したほか、つくば分館
でも案内板等を増設した。

　特別展来場者アンケートの詳細
は、報告書６２頁「(9)利用統計」に
記述。

Ａ   

・ ・ ・ 　一新したホームページに新たな
コンテンツ「今月のアーカイブ」、
「公文書にみる日本のあゆみ」及
びデジタル展示（再建日本の出発
等）を作成、公開した。

   A  

・ 　デジタルアーカイブに「省庁組織
変遷図」、「太政類典の構成」を作
成、公開した。

・ 　歴史公文書探究サイト「ぶん蔵」
にあらたなコンテンツの追加やトッ
プページのデザイン変更や「モ
ジョカフェ」、「歳時記」欄の設置な
どリニューアル作業を実施した。

　詳細は、報告書５４頁「４(4)③検
索補助手段の充実」、７９頁「６(2)
①ホームページの更新」、９０頁
「７(6)②歴史公文書探究サイト
「ぶん蔵」の内容の拡充等」に記
述。

・ ・ ・ 　地下鉄駅構内広告、DVD、リー
フレット、英文パンフレットによる
館の紹介を行った。

   A

・ 　地下鉄車内広告、国立情報学
研究所主催のオープンハウスに
おけるデモンストレーション等によ
るデジタルアーカイブ紹介を行っ
た。

・ 　地下鉄まど上広告、駅貼りポス
ター、タブロイド紙、政府広報番
組・広報誌、民間ウェブサイト等に
よる展示会案内を行った。

利用者の動向等の把握
のための情報の収集状
況

　利用統計等を分析することにより
利用者の動向等を把握し、これに応
じた展示会の開催、ホームページの
充実、広報誌の刊行等の広報も積
極的に行う。

広報の実施状況

同上。

ホームページの充実状況

同上。

同上。
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・ 　新たなコンテンツの追加により
充実したホームページ及びデジタ
ルアーカイブに係るインターネット
広告を実施したほか、月刊誌等へ
の寄稿やマスコミの取材にも積極
的に対応した。

・ 　分館において、リーフレット等を
作成し、茨城県内各施設に配布し
た。

　詳細は、報告書７７頁「６　刊行
物の刊行、広報」に記述。≪資料
3-57参照≫

 

ハ ・ ・ ・ 　トップページの「公文書館ニュー
ス」等に最新情報（更新251回）を
掲載した。

   A   

　詳細は、報告書７９頁｢６(2)①
ホームページの更新」に記述。≪
資料３－５６参照≫

・ ・ ・ 　99機関から103機関へリンクを拡
充した。（国の保存利用機関等
（25機関）、地方公文書館(48館）
及び海外の公文書館等（30機
関））

   A   

詳細は、報告書７９頁｢６(2)①
ホームページの更新」に記述。

ニ ・  100％以上 A   

・

ホ
・ ・ A  

　  

・

・

１００％
以上

７５％
以上

１００％
未満

マイクロフィルム作成計
画（館内撮影978,000コ
マ、外部委託 1,400,000コ
マ）に対する進捗状況

２５％
以上
７５％
未満

同上。

同上。

国立公文書館からの説明等
を受け、分科会委員の協議
により判定する。

　原本保護の観点から閲覧を制限す
る必要のある重要な古書・古文書に
ついては、利用者への利便を図るた
め、マイクロフィルムの複製物を計画
的に作成する。

　館のホームページを利用して、館
所蔵資料、「アーカイブズ」等の刊行
物、展示会の案内や研修会・会議な
どの最新情報を積極的に紹介する。

　重要かつ利用頻度の高い歴史公
文書等について、利用の便を図るた
め、マイクロフィルムへの媒体変換
等を計画的に行う。

　さらに、利用者の便を図るため、国
又は地方公共団体が設置する公文
書館（これに準ずる機関を含む。以
下同じ。）とのリンクを拡充する。

ホームページによる最新
情報の提供状況

他の公文書館とのリンク
の拡充状況

２５％
未満

　

マイクロフィルムの利用
状況

　利用者の利便性向上のため、マ
イクロリーダープリンター4台を新
規のものに更新した。
　マイクロフィルムの利用数は、
７，１７７巻、複写件数は、１，３２２
件、８６，３８０コマであった。

　詳細は、報告書４７頁「１）閲覧
サービスの向上を図るための措
置」及び４９頁（３）利用状況」に記
述。

　マイクロフィルム撮影について
は、約249万コマの撮影を完了し
た。
　「内訳]
　　　館内撮影（平成12年度移管
　　　大蔵省等） 約99万コマ
　　　外部委託（平成17年度移
　　　管内閣法制局、諸家系譜
         （内閣文庫）等）　約151万
　　　コマ

　詳細は、報告書５９頁「①16mm
マイクロフィルム」に記述。《資料３
－３８参照》
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ⅲ) ⅲ） ・ ・ ・ A   

・

・

・ ・ ・ A

ⅳ） ⅳ） ・  100％以上 A   
・

 

ⅴ） ⅴ）   

１００％
以上

歴史公文書等の貸出し申
込みから貸出し決定まで
の状況 １００％

未満

　要審査文書（公開されている歴史公文
書等のうち、一部に非公開情報が含ま
れている簿冊）の閲覧申込については、
次の期間内に審査し、閲覧に供する。

本館・分館の常設展・特
別展等の開催状況

　要審査文書（公開されている歴
史公文書等のうち、一部に非公開
情報が含まれている簿冊）の閲覧
申込があった場合は、次の期間
内に審査し、閲覧に供する。

　国民のニーズ等を踏まえ魅力あ
る質の高い常設展・特別展等を年
３回程度実施する。このため、企
画内容や展示会目録等の有償化
の可能性について専門家等から
の意見を聴きつつ検討する。

　所蔵する歴史公文書等について、広く
国民の理解を深める一環として、他の機
関からの学術研究、社会教育等の公共
的目的を持つ行事等に出展するための
貸出し申込みに対しては、歴史公文書
等を取り扱う重要性・希少性を考慮し条
件を付し貸出しを行うとともに、貸出しの
決定までの期間を申請書類整備後３０
日以内とする。

　国民のニーズ等を踏まえ魅力ある質の
高い常設展・特別展等を年３回程度実
施する。このため、企画内容や展示会目
録等の有償化の可能性について専門家
等からの意見を聴きつつ更に引き続き
検討する。なお、分館においても常設
展・企画展等を実施する。

　所蔵する歴史公文書等につい
て、広く国民の理解を深める一環
として、他の機関からの学術研
究、社会教育等の公共的目的を
持つ行事等に出展するための貸
出し申込みに対しては、歴史公文
書等を取り扱う重要性・希少性を
考慮し条件を付し貸出しを行う。
　貸出審査については、貸出し機
関等からの事前審査等に要する
時間、貸出し案件及び貸出し期間
等により区々であるため、貸出し
機関からの申請書類整備後速や
かに審査を行い、貸出決定まで
の期間を３０日以内とする。

同上。

２５％
以上

７５％
未満

企画内容や展示会目録
等の有償化の可能性の
検討状況

７５％
以上

同上。

２５％
未満 　全25件156冊の貸出し申込みに

対して、すべて30日以内に貸出し
を決定した。（平均日数8日）

　詳細は、報告書５０頁「④貸出
し」に記述。

　館業務と所蔵資料について広く
国民の理解を深めるため、本館で
は、春（「再建日本の出発－1947
年5月　日本国憲法の施行－」
（5/3～22）9,681人）、秋（「漢籍」
（10/2～21）3,679人）に特別展、
夏に企画展（「三国志」(7/23～
9/14）2,425人）を実施し、常設展
も2回展示替えを実施した。
　分館の夏の企画展として本館で
展示した資料などを活用して「さ
かな・魚・肴(7/17～8/31)を開催し
た(入場者数2,314人)。同企画展
で「和綴じ体験」を実施(1,902人)
また、同企画展においてアンケー
トを実施した。
　分館の常設展示の充実を図る
ためレプリカ及び茨城県に関する
展示パネルを作成した。

　詳細は、報告書５６頁「(5)展示
会の実施」に記述。

　国民のニーズ等を踏まえ魅力あ
る質の高い特別展にするため、企
画内容や展示会目録等の有償化
の可能性について、「展示アドバ
イザー会議」を開催し、専門家等
から意見を聴取し、検討を行っ
た。
　また、春・秋の特別展で実施して
いる来場者アンケートの回答内容
等を踏まえ、春・秋の特別展目録
を全頁カラー化して資料写真を掲
載する等、分かりやすさの向上を
図った。
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ア イ ・ ・ ・ 　平成１９年度の審査冊数１，２６
５冊のうち、閲覧申込みから３０日
以内に審査を処理したもの１，２６
１冊（うち公開９７９冊、袋掛け等２
８２冊）

A   

イ ロ ・ ・ ・  　３０日以内に審査できなかった
４冊については、審査できない理
由及び審査期間の見込みを閲覧
申込者に連絡しており、その後
も、審査の進ちょく状況を閲覧申
込者に適宜連絡している。

A   

ウ ハ ・ ・ ・ 　３０日を超え６０日以内に審査を
処理したものは４冊である。４冊は
すべてＢ・Ｃ級戦犯に関する裁判
関係資料であり、個人情報が大
量に含まれているため、又は外国
語（英語、中国語）で記載された
ページが多かったため、審査に時
間を要したものである。

A   

エ ニ ・ ・ ・ 　該当なし －   

④ ④   
 

ⅰ） ・  100%以上 A   
・ 　マイクロフィルムにより、昨年度

に引き続き、憲法制定及び戦後
改革に関連する資料や、初めて
内閣文庫から御書物方日記を対
象とするなど９４．１万コマのデジ
タル画像の作成を行い、デジタル
アーカイブ・システムに登載し、既
に公開している１６５．４万コマと
合わせ、約２６０万コマのデジタル
画像をインターネットで公開したほ
か、約４６万コマのJPEG2000形式
のデジタル画像をアジ歴へ提供
し、デジタル資産の共有化を図っ
た。

 

　詳細は、報告書５３頁「イ　マイク
ロフィルムからのデジタル化」に記
述。

同上。

６０日以内に審査できな
かった状況

１００％
以上

２５％
以上
７５％
未満

６０日以内に審査した状
況

マイクロフィルムのデジタ
ル化（53万ｺﾏ）の進捗状
況

７５％
以上

１００％
未満

　 画像については、既存のマイクロ
フィルムから約５３万コマをデジタル
化し、これまでに提供してきた約１６
６万コマと合わせて、計約２１９万コ
マのデジタル画像をインターネットで
公開する。

３０日以内に審査し閲覧
に供した状況

３０日を限度として延長し
た状況

　前項に関わらず、事務処理上の障
害その他正当な理由により３０日以
内に審査することができないときは、
３０日を限度として延長し、審査でき
ない理由及び期間を閲覧者に連絡
する。

　閲覧申込の公文書等が著しく大量
又は、内容等の確認に時間を要する
場合は、６０日以内に審査する。

　歴史公文書等を広く一般の利用に供
するため、インターネットを通じ所蔵資料
を検索し、デジタル画像を閲覧できるデ
ジタルアーカイブを継続運用する。

デジタルアーカイブ化の推進

　閲覧申込があってから　３０日以内
に審査し、閲覧に供する。

　著しく大量又は内容等の確
認に時間を要するため、６０日
以内にそのすべてを審査する
ことにより事務の遂行に著し
い支障が生じる場合には、相
当の部分につき審査し、この
場合も審査できない理由及び
期間を閲覧者に連絡する。

　閲覧申込の公文書等が著し
く大量又は内容等の確認に時
間を要する場合は、６０日以
内に審査する。

　デジタルアーカイブ化の推進

　閲覧申込があってから３０日
以内に審査し、閲覧に供す
る。

　前項にかかわらず、事務処
理上の障害その他正当な理
由により３０日以内に審査す
ることができないときは、３０
日を限度として延長し、審査
できない理由及び期間を閲覧
者に連絡する。

　歴史公文書等の幅広い提供を
行うため、デジタルアーカイブ化
の促進を図り、いつでも、どこで
も、だれもが、自由に、無料でイン
ターネットを通じて広く歴史公文書
等の利用ができるようにするた
め、平成17年度よりデジタルアー
カイブ・システムの運用を開始す
るとともに、事業年度ごとに数値
目標を設定し、計画的に所蔵資
料のデジタル化を推進する。これ
により、館ウェブサイトのアクセス
件数を前期中期目標の最終年度
（平成16年度）に比べ中期目標の
最終年度（平成21年度）には、２
５％以上の増加となるように努め
る。

　著しく大量又は、内容等の確認に
時間を要するため、６０日以内にそ
のすべてを審査することにより事務
の遂行に著しい支障が生じる場合に
は、相当の部分につき審査し、この
場合も審査できない理由及び期間を
閲覧者に連絡する。

２５％
未満

同上。

同上。

国立公文書館からの説明等
を受け、分科会委員の協議
により判定する。
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ⅱ） ・  100%以上 A   
・ 　重要文化財である朽木家古文

書、日本分国絵図のほか、当館
所蔵資料の中で最古の東大寺文
書などの貴重資料について、ポジ
フィルムより１５３点のデジタル画
像を作成し、デジタルギャラリーに
追加した。

　詳細は、報告書５３頁「ロ　高精
細画像閲覧のインターネットによ
る公開」に記述。

・ ・ ・

・

　デジタルアーカイブ・システムに
おいては、これまでにデジタル化
した画像とアジ歴とのリンク分を
合わせて約５６８万コマのデジタ
ル画像をインターネットで公開し
た。
　デジタル・ギャラリーにおいて
は、朽木家古文書、日本分国絵
図のほか、当館所蔵資料の中で
最古の東大寺文書など１５３点の
画像と、これまでに提供してきた
画像と合わせて６８４点のカラー
デジタル画像をインターネットで公
開した。

A  

　詳細は、報告書５３頁「ロ　高精
細画像閲覧のインターネットによ
る公開」に記述。

・ 　館ウェブサイトのアクセス件数は
３４１，１４９件であり、対前年度約
１４％増となった。

ⅲ） ・ ・ ・

・

・

・

　平成１８年度に作成した明治以
降の省庁及び各省庁の部局レベ
ルで組織の変遷をたどることがで
きる「省庁組織変遷図」を公開し
た。
　また、「太政類典目録」のデジタ
ル化を行い、デジタルアーカイブと
の連携が行える検索補助手段の
充実を図った。
　さらに、ホームページのサブコン
テンツとして、明治・大正・昭和期
の我が国の歴史を「年表」、「時
間」、「出来事」からたどることがで
きるデジタルアーカイブ及びアジ
歴データベースと連携した「公文
書でみる日本のあゆみ」を追加
し、多様な検索手段を提供した。
　平成１９年３月１９日に公開した
１８年度受入公文書等の各府省
別資料群への整理、平成１３年度
以降に文部科学省から移管され
た文書等既存の資料群の構成を
細分化するなど追加情報を作成し
た。

Ａ   

２５％
以上
７５％
未満

７５％
以上

１００％
未満

２５％
未満

同上。

インターネットでの一般公
開の実施状況

既存目録の検索手段の
充実及び見直しの状況

　大判又は原本保護のため閲覧に
供されていない重要文化財、その他
貴重な資料である絵図等について
は、既存のポジフィルム及び新たに
撮影するものから約１５０点をデジタ
ル化し、これまでに提供してきた約５
３０点と合わせて、計約６８０点のカ
ラーデジタル画像をインターネットで
公開する。

１００％
以上

　閲覧サービスの向上を図るため、
館の保管に係る歴史公文書等の既
存目録の検索手段の充実及び見直
し等を進める。

国立公文書館からの説明等
を受け、分科会委員の協議
により判定する。

ポジフィルム等のデジタ
ル化（150点）の進捗状況
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ⅳ） ・ ・ A

⑤ ⑤   

ⅰ） ⅰ） ・ ・ ・

・

・

・

　国及び地方公共団体の職員を
対象として「歴史公文書等の保存
及び利用に関する基礎知識の習
得」、「専門的知識の習得」及び
「実務上の問題点等の解決方策
の研究」を目的として、受講者の
段階に応じ、体系的な研修を実施
するとともに、専門的・技術的な助
言を行った。
　館では、「公文書館制度を支え
る人材養成等のためのプロジェク
トチーム」を設置し、公文書館専
門職員養成課程を始めとする各
研修の充実・強化を図ってきた。
　平成１９年度においては、上記
プロジェクトチームにおける検討
の結果、専門職員養成課程につ
いて、第８回ＥＡＳＴＩＣＡ総会が東
京で開催された際に行われた記
念シンポジウムを本養成課程の
講義として位置付け、これに合わ
せて後期課程を開講し、受講者全
員が出席したほか、他の研修に
ついてもカリキュラム等の積極的
な見直しを図り実施した。
　なお、公文書館等職員研修会に
ついては、受講希望者が大幅に
増加したことから、全員を受講さ
せるため、急遽、外部に会場を確
保して実施した。

Ａ   

・

・

・

・

標準仕様案の検討状況 同上。

　館及び国の機関等並びに地方公
共団体等の職員を対象として、歴史
公文書等の保存及び利用に関し、次
の目的を持つ体系的な研修を実施
するとともに、専門的・技術的な助言
を行う。また、年間延べ研修日数は
３０日程度、延べ受講者は１００名程
度とする。

保存及び利用に関する研修の実施その
他の措置

保存及び利用に関する研修の実
施その他の措置

　全国の公文書館等のデジタルアー
カイブ化推進に資するため、目録
データベース及び画像提供に関する
標準仕様案の検討を行う。

体系的な研修内容及び
専門的・技術的な助言の
有無

　国の機関の職員を対象とし
て歴史公文書等の保存及び
利用に関する基本的知識の
習得、専門的知識の習得及
び実務上の問題点等の解決
方策の習得に係る研修を体
系的に実施するとともに、専
門的・技術的な助言を行う。
　また、内閣総理大臣から委
託を受け、地方公共団体の職
員をこれらの研修に参加させ
るとともに、公文書館の運営
に関する技術上の指導又は
助言を積極的に行う。
　これらの機関等に対して行
う体系的な研修については目
的別にコースを設定し、年間
延べ研修日数は３０日程度、
延べ受講者は１００名程度と
する。

同上。

　標準仕様書案の作成に関し、平
成１９年度は、以下のとおり実施
した。
　全国の公文書館等５０館に対し
て、過去２回のアンケート結果を
踏まえ、さらにアンケート調査を実
施（１０月３日～２２日）した。
　アンケート調査に加え、既に目
録がデータ化されインターネットを
通じて検索可能となっている館を
中心に、システムの規模や機能、
運用の実情等を把握するため、計
２１館の訪問調査を行った。
　また、訪問調査に併せ、公文書
館の設立準備を進めている自治
体等も訪問し現状等を調査した。
　上記訪問調査等の結果を踏ま
え、外部の専門家らによる調査・
検討委員会を計４回開催し、デジ
タルアーカイブ・システムの標準
仕様書案を取りまとめた。
　平成２０年度においては、標準
仕様書案について、パイロット・シ
ステムの構築を通じた実証試験を
行い、標準仕様書として確定する
こととしている。
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・ 　同様に、公文書館実務担当者
研究会議についても大幅に増加
した受講希望者全員に対応する
ため、全体を２班に分けるとともに
研修終了時間を延長、当初の日
程（３日間）を２日間に圧縮して実
施した。

・ 　平成１９年度の延べ研修日数
は、３１日、延べ受講者数は１５５
名であり、年度計画において定め
られた目標は達成され、特に、受
講者数については、当初の目標
を大幅に超える受講者となった。
  《資料３－４３参照》

・ ・

・

・

〔職員研修会〕
　派遣元６１機関へアンケートを
行った結果、６３機関（59機関+4
機関（2機関×2部局)）から回答
（１００％）があり、そのうち、総合
評価で「満足・ほぼ満足」が６０機
関(９５．３％)であった。主な意見と
しては、次のようなものがあった。
　「本研修会のカリキュラムは大
変行き届いている。初任者向けで
あっても、理論的に高度な内容も
含んでいて、アーカイブズ業務の
入門者にとって有益な研修であ
る。」
　「公文書館や文書管理等の業務
経験のない職員にとっては、業務
のアウトラインをつかむ上では、
有効な研修だと思う。実際に、有
意義な研修であったと復命されて
いる。」

Ａ  

・

・

〔専門職員養成課程〕
　１０機関すべてから回答（１０
０％）があり、そのうち総合評価は
「満足・ほぼ満足」が１０機関(１０
０％)であった。主な意見としては、
次のようなものであった。
　「公文書等の保存及び利用に関
する専門的知識を有するととも
に、意識の高い館の中核となるよ
うな職員を育成する必要があると
考えている。本養成課程は、それ
を実現させるにふさわしい課程で
ある。」
　「当館では、毎年度予算が削減
される中で、研修旅費について
は、他をやり繰りしながら優先的
に確保するよう努め、貴館の研修
に派遣している。」
〔実務担当者研究会議〕
　３４機関すべてから回答（１０
０％）があり、そのうち、総合評価
で「満足、ほぼ満足」が３３機関（９
７％）であった。主な意見として
は、次のようなものがあった。

 

同上。研修等への派遣元の意
見
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・

・

　今回の研修において当館職員
でもできる補修方法があることが
分かり参考になった。貴館で受け
た研修を基に、来年度は「資料修
復講座」を組み入れることを検討
するに至った。今回の研究会議は
大変有意義であったということが
言える。」
　「歴史公文書の適切な管理を事
務事業として実現するうえで、担
当職員の有意義な研鑽の場と
なった。また、他団体等とのよい
交流の機会となった。」
　
　詳細は、報告書６５頁「５　教育・
研修、普及啓発」に記述。

・  Ａ  
・

・  Ａ  
・

イ 　 　 　  　

・ ・ ・ ・

・
・

Ａ

 

 

 

　受講者７１名全員から回答（１０
０％）があり、総合評価で「満足・
ほぼ満足」が６３名（８８．７％）で
あった。主な意見としては、次のよ
うなものがあった。

・ 　「講義の内容は多岐に渡り、い
ろいろな側面から公文書について
学ぶことができた。いろいろと今の
自分の仕事に対する課題が見つ
かり、非常に有意義であった。ま
た、他の法人や自治体の公文書
に関わっている職員と交流を持つ
ことができ、参考となる話を聞くこ
とができ貴重な経験となった。」

・ 　「講義だけでなく、実際の公文書
修復の現場も見学でき、大変ため
になったと感じている。また、全国
から様々な受講者が集まり、その
方々と交流できて、大変貴重な経
験ができたと思っている。」

７５％
以上

２５％
以上

１００％
以上

７５％
未満

７５％
未満

　公文書館法（昭和62年法律
第115号）の趣旨の徹底並び
に歴史公文書等の保存及び
利用に関する基本的な事項
の習得

　保存利用機関等の職員を対象
とした研修

年間の研修日数（３０日
程度）

１００％
以上

２５％
以上

国立公文書館からの説明等
を受け、分科会委員の協議
により判定する。

７５％
以上

年間の受講者数（100名
程度）

１００％
未満

１００％
未満

２５％
未満

 １００％以上
　３１日

 １００％以上
　１５５人

２５％
未満

　

　平成１９年７月２日から７月６日
までの５日間
　参加人数：６２機関７１名
　公文書館法（昭和６２年法律第１
１５号）の趣旨の徹底並びに歴史
資料として重要な公文書等の保
存及び利用に関する基本的な事
項の習得を目的に実施。
　平成19年度は、受講希望者が
大幅に増加したことから、全員を
受講させるための検討を行い、急
遽、外部に会場を確保して実施し
た。

参加人数、研修内容及び
参加者の意見
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・ ・ ・

・
・

前期：平成１９年９月３日から１４
日の２週間
後期：同年１０月２２日から１１月２
日の２週間
合計４週間
　参加人数：１１機関１１名
　公文書館法第４条第２項に定め
る公文書館専門職員として必要な
専門的知識を習得し、もって公文
書館の中核的な業務を担当する
にふさわしい専門職員の育成に
資することを目的として、国又は
地方公共団体が設置する公文書
館に勤務する職員を対象に実施。
　平成１９年度は、第８回
EASTICA総会が東京で開催され
た際に行われた記念シンポジウ
ムを本養成課程の講義として位
置付け、これに合わせて後期課
程を開講し受講者全員が出席し
た。

Ａ

 

 

・

・

　公文書館法第４条第２項に
定める専門職員として必要な
専門的知識の習得

参加人数、研修内容及び
参加者の意見

同上。

　受講者１１名全員から回答（１０
０％）があり、総合評価で「満足・
ほぼ満足」が１１名(１００％)であっ
た。主な意見としては、次のような
ものがあった。
　「理論と実践（現場）が適切に組
み合わされていて、全体として理
解しやすかった。また、修了論文
をまとめることで、所属している組
織が抱える課題について整理す
る機会が持てた。」
　「国内のアーキビストの大会で
の話題や雰囲気では感じることの
できない世界のアーキビストたち
の熱意や考え方が伝わりとてもよ
かった。日本だけでなく東アジアと
しての統一的基準にも言及され、
もっと大きな視点で広い視野に
立った仕事をしなければと感じ
た。」
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・ 　歴史公文書等の保存及び
利用に関し、特定のテーマに
関する共同研究等を通じての
実務上の問題点等の解決方
策の習得

・ ・ ・

・
・

　平成２０年１月２８日から３０日ま
での３日間
　受講者数：３４機関３４名
　歴史資料として重要な公文書等
の保存及び利用に関し、特定の

Ａ

 

 

テーマに関する共同研究等を通じ
て実務上の問題点等の解決方策
及び養成課程等で学んだことを、
更に掘り下げて習得することを目
的として、国又は地方公共団体の
設置する公文書館に勤務する専
門的職員を対象に実施。
　平成19年度は、「文書の保存・
管理、修復技法－国立公文書館
における文書の修復－」をテーマ
として開催し、「保存・管理に関す
る講義」、「修復の基本実習」、「修
復の応用実習」を実施した。実習
については、受講者を４班に分け
て各班に修復担当職員を配置し、
修復技術の習得に関する支援を
行った。なお、当初予定では、２０
名の受講者を想定していたが、受
講希望者が３４名と大幅に増加し
たことから、全体を２グループに分
けるとともに講義終了時間を延長
して、修復実習及び講義を各１
日、計２日で修了できるよう日程
を変更した。さらに受講生同士の
交流の場を確保するため、講義は
２グループの全員が同時に受講
が可能となるよう設定した。

・

　受講者３４名全員から回答（１０
０％）があり、そのうち、総合評価
で「満足・ほぼ満足」が３４名（１０
０％）であった。主な意見として
は、次のようなものがあった。
　講義では、保存修復の原則・環
境管理・ＩＰＭ・電子文書の保存・
管理などについて学び、実習で
は、破損した文書の取扱方や
様々な補修の技法を、初心者にも
分かりやすく丁寧に教えていただ
き、充実したメニューで貴重な経
験ができた。

・ 　「資料修復の技法について体系
だった教えを受けたことがないの
で、日常業務を遂行する上で大変
参考になった。」

参加人数、研修内容及び
参加者の意見

同上。
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ロ ・ ・ ・

・
・

　平成１９年６月２５日から２７日ま
での３日間
　受講者数：２０機関３９名
　「公文書館法」及び「国立公文書
館法」の趣旨を徹底し、かつ、歴
史資料として重要な公文書等の
管理等に関する基本的事項を習
得させるとともに、館の業務が国
の機関等との関係において効率
的かつ円滑に推進されることに寄
与することを目的として、国の機
関に勤務する文書主管課等の職
員を対象に実施。
　平成１９年度は、講義科目を「総
論」、「移管」、「公開」、「保存」、
「利用」の順に整理し、歴史公文
書等に関する制度への理解を深
めさせるとともに、希望者を対象
に４日目につくば分館見学を実施
した。また、研修本「平成１９年度
公文書館保存管理講習会受講資
料」を印刷し、受講生に配布する
とともに、地方の公文書館等にも
参考資料として送付した。また、
館ホームページに同資料を掲載し
広く利用に供した。

 Ａ   

・

　受講生３９名全員から回答（１０
０％）があり、そのうち、総合評価
で「満足・ほぼ満足」が３８名（９
７％）であった。主な意見として
は、次のようなものがあった。
　 ｢国立公文書館がおかれている
立場、移管手続き、公文書公開の
要領等よく理解できた。移管する
ことで将来に対し、説明責任を果
たすことになることを、本講習会で
学ぶことができた。」

　 ・ 　「内容が多彩で難しい講義もあ
りましたが、行政文書に対しての
考え方の方向性が見えてきたの
で、とても有意義だった。」

ⅱ) ⅱ)   

イ ・ ・

・

　平成１９年度においては、「公文
書館制度を支える人材養成等の
ためのプロジェクトチーム」におい
て検討を行い、以下のとおり実施
した。
　「公文書館論」、「公文書資料
論」、「資料管理論」、「資料情報
サービス論」の各研修科目群の集
中化を図るとともに、前期２週間
のカリキュラム終了後及び後期２
週間のカリキュラム開始前の各１
週間を自宅又は職場における修
了論文研究の期間として指定し
た。

Ａ   

同上。

　国の文書管理担当者等を対象とす
る研修の充実方策並びに国及び地
方公共団体等の保存利用機関の職
員に対する研修の強化方策

　国の文書管理担当者等を対象
とした研修
  新しい移管、公開等の仕組み
への理解の深化及び歴史公文
書等の管理に関する基本的事項
の習得

国の文書管理担当者等を対
象とする研修の充実方策並び
に国及び地方公共団体等の
保存利用機関の職員に対す
る研修の強化方策を検討し、
これらの結果を平成18年度よ
り業務に反映させる。

　国及び地方公共団体等の保存
利用機関の職員に対する研修の
うち、公文書館専門職員養成課
程については引き続きカリキュラ
ム内容等の充実を図る。

カリキュラム等を充実させ
た内容

参加人数、研修内容及び
参加者の意見

国立公文書館からの説明等
を受け、分科会委員の協議
により判定する。
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・ 　個別課題研究演習を前期、後期
に各１日実施し、受講生個人ごと
に、修了論文執筆に関する指導を
行った。その際、修了論文執筆要
領を周知した。

・

・

　受講者用パソコン貸与、講義終
了後の自習時間の設定(必要に
応じ専門官等の助言)を行った。
　第８回ＥＡＳＴＩＣＡ総会が東京で
開催された際に行われた記念シ
ンポジウムを本養成課程の講義
として位置付け、これに合わせて
後期課程を開講し、受講者全員
が出席した。

・

・

　平成２０年度については、引き
続き上記プロジェクトチームで検
討を行い、以下のとおり実施する
こととしている。
　受講者の推薦依頼先の拡大、１
８年度から実施したカリキュラム
等の見直しの継続を図る。
　館における調査・研究の成果を
活かすため、個別課題研究演習
の時間帯を利用し、平成２０年度
は、全国の公文書館等のデジタ
ルアーカイブ化推進のための標
準仕様書案の検討結果について
報告することとする。

・ 　各研修科目群の順番は、「公文
書館論」、「公文書資料論」、「資
料情報サービス論」、「資料管理
論」となっていたものを「資料情報
サービス論」と「資料管理論」を入
れ替えて、「資料情報サービス論」
は４週目に実施することとする。

・

・

　アーカイブズ関係機関協議会と
の連携を図り、専門職員の養成
等に関する議論を深める。
　養成課程受講者の要件である
「原則として実務経験２年以上の
者」について、緩和する方向で議
論を進める。

ロ ・ ・ １

・

・

・

．平成１９年度研修に係る事項

〔職員研修会〕
　カリキュラムのうち、１コマ９０分
を４コマ目のみ１２０分とし、３０分
延長して実施した。
　受講希望者が大幅に増加したこ
とから、全員を受講させるための
検討を行い、急遽、外部に会場を
確保して実施した。
　分館見学を取り止め、「移管」、
「受入」、「評価選別」、「利用」とい
う歴史公文書等のサイクルに合
わせ、科目を配置する研修カリ
キュラムとした。
　

Ａ   　上記以外の研修については「公
文書館制度を支える人材養成等
のためのＰＴ」において更なる検
討を行い、これらの結果を平成２
０年度以降業務に反映させる。

国立公文書館からの説明等
を受け、分科会委員の協議
により判定する。

公文書館制度を支える人
材養成等のためのＰＴに
おける検討状況
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・ 　事例報告とグループ討論は、公
文書館実務に関する理解が必要
となることから、従来2日目に実施
していたものを4日間の講義等の
受講後、最終日に変更して実施し
た。

・

・

〔実務担当者研究会議〕
　大幅に増加した受講希望者全
員に対応するため、全体を2班に
分けるとともに、研修終了時間を
延長、当初の日程（3日間）を2日
間に圧縮して実施した。
　受講者が所属する公文書館等
における所蔵資料のうち、劣化が
激しいもの等修復が必要と思わ
れる資料の状態を事前にデジタ
ル画像により登録させるとともに、
研修資料に関する検討を行い、詳
細なテキスト及び修復技術マニュ
アルを配布した。

・

・

〔公文書保存管理講習会〕
　講義科目を「総論」、「移管」、
「公開」、「保存」、「利用」の順に
整理し、歴史公文書等に関する制
度への理解を深めさせるととも
に、希望者を対象に４日目につく
ば分館見学を実施した。
　研修本「平成１９年度公文書館
保存管理講習会受講資料」を印
刷し、受講生に配布するとともに、
地方の公文書館等にも参考資料
として送付した。また、館ホーム
ページに同資料を掲載し広く利用
に供することとした。

・
〔つくば分館研修・見学会〕
　講義科目について、「移管」と
「公開」に加え、分館の「受入実
務」を追加した。

２

・

・

・

・

．平成２０年度以降中長期的研修
に係る事項

〔各研修共通事項〕
　公文書館専門職員養成課程と
同様に、アーカイブズ関係機関協
議会との連携を図り、研修の在り
方等に関する議論を深める。
　高等教育機関との連携方策に
ついて検討を開始する。
　現用文書の管理を含めた今後
の研修の方向性について検討を
開始する。
　地方公文書館等においては、研
修参加のための予算が不足して
いる等の現状を踏まえ、館として
の支援方策及び研修の在り方に
関する検討を行う。
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・ 　研修環境の整備（受講者や研究
者用の資料閲覧のための図書室
整備）について検討を行う。

・

・

・

〔職員研修会〕
　19年度に引き続き、「移管」、「受
入」、「評価選別」、「利用」という歴
史公文書等のサイクルに合わせ、
科目を順番に配置する研修カリ
キュラムとする。
　事例報告とグループ討論は、４
日間の講義等の受講後、最終日
に実施することとする。
　グループ討論は、事前に受講者
が用意されたテーマを選択できる
よう変更する。その際、公文書館
未設置自治体の参加が多くなって
いることに伴い、テーマには未設
置自治体向けのものを含めること
とする。

・
〔実務担当者研究会議〕
　平成20年度のテーマに関する検
討を行うとともに、平成２０年度館
長会議開催の際に実施したアン
ケート調査に基づき、次年度以降
の同研究会議で取り上げるべき
テーマについても検討を行う。

・
〔公文書保存管理講習会〕
　現用文書の管理の徹底、移管
及び公開等に関する理解の深化
を図ることとする。

・

・

　19年度に引き続き、希望者によ
る分館見学を実施し、事実上、期
間を１日延長する。
　研修資料を館ホームページに掲
載し、広く利用に供することとす
る。

・
〔つくば分館研修・見学会〕
　19年度に引き続き、講義科目に
ついて、「移管」と「公開」に加え、
分館の「受入実務」を追加すること
とする。

ⅲ) 　 　 　  

イ ・ ・ ・ 　館長が内閣府大臣官房管理室
長を同行し、各府省庁事務次官
等に直接面談の上、移管が望ま
しい文書を具体的に提示しつつ、
歴史公文書等の移管の重要性に
ついて説明するとともに、移管基
準の趣旨等について理解を求め
移管の促進方を要請した。（１８機
関の事務次官等）

Ａ   　歴史公文書等の的確かつ効
率的な移管・公開業務の推進
に資することを目的として、
国の機関の文書主管課職員そ
の他の部局の文書担当等の職
員を対象に、関係行政機関に
公文書専門官等を派遣する形
の説明会や本館・分館での施
設見学会を実施する。

　情報の提供、意見交換等

関係行政機関に出向いて
の説明会の実施状況

同上。
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・ 　各府省等文書主管課職員等の
歴史公文書等の移管に対する理
解を深めるとともに、移管基準の
周知を図るため、公文書専門官
等が移管対象のすべての府省等
に出向き、館作成の「公文書移管
関係資料集」、「歴史公文書等の
移管」及び移管実績を踏まえた
「説明資料」を使用し、歴史公文
書等の移管の意義、移管の実例
及び移管後の行政利用等につい
て説明会を実施した。この説明会
に参加した各府省等職員は、合
計で１８機関４３９名であった。

・ 　平成１８年度に引き続き、人事
院主催行政研修(係長級)第１２３
回(平成１９年９月２７日　受講者６
３人)において、我が国の公文書
館制度の概要、諸外国における
制度、公文書のライフサイクル等
アーカイブズの基本的な知識と共
に、今後の我が国の公文書館制
度及び公文書管理システムの目
指すべき仕組みについて館長が
特別講義を実施した。

・ ・ ・ Ａ  

・

ロ ・ ・ ・ Ａ   

ハ ・ ・ ・  　平成１９年６月５日及び６日に
「平成１９年度全国公文書館長会
議」を岡山県立記録資料館の協
力を得て、岡山県岡山市で開催、
国２機関、地方公共団体３６機関
の公文書館等が参加した。

Ａ   同上。　全国公文書館長会議等を通じ
て、国又は地方公共団体が設置
する公文書館との交流、意見交
換等を行う。

　移管基準を分かりやすく解説し
たパンフレットを作成し、国の機
関等に配布することにより、公文
書館の役割、公文書の移管、保
存等に関する情報の提供を行
う。

地方の公文書館との交
流、意見交換等の状況

同上。移管基準解説パンフレッ
トの作成・配布状況

同上。

　平成１９年６月に決定した「国政
上の重要事項」及び「定期的作成
文書」を含む移管基準を分かりや
すく解説したパンフレット「歴史公
文書等の移管」を１，５００部、「公
文書移管関係資料集」を１，０００
部作成し、各府省等への説明会
及び各府省等文書主管課職員等
に対する公文書保存管理講習会
等で配布した。

　平成１９年６月２５日から２７日ま
で実施した「公文書保存管理講習
会」（２０機関３９名参加）におい
て、本館の見学を実施するととも
に、平成１９年度から同講習会の
受講者のうち希望者（１３機関２２
名）に対して、分館見学（６月２８
日）を実施した。
　平成１９年８月３１日に実施した
「つくば分館研修・見学会」におい
て、１０機関２３名が参加した。

　詳細は、報告書６５頁「５　教育・
研修、普及啓発」に記述。

本館・分館での施設見学
会の実施状況
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・ 　会議の前半は、当館からの諸報
告として「平成１８年度業務実
績」、「平成１９年度計画」、「平成
１９年度研修計画」、「平成１８年
度国際交流実績及び１９年度国
際交流計画」について報告を行っ
た。
　また、「国際公文書館会議東ア
ジア地域支部(EASTICA)第８回総
会及びセミナー」及び「国際アーカ
イブズの日」制定について報告を
行った。

・ 　会議の後半では、「デジタルアー
カイブ化への対応状況に関するア
ンケート」(平成１８年６月～７月に
実施）の集計結果を報告し、目録
データベース及び画像提供に関
する標準仕様書案の検討に関す
る協力要請を行った。

　このほか、「指定管理者制度に
関するアンケート」集計結果を報
告し、併せて、既に同制度を導入
した沖縄県公文書館、岐阜県歴
史資料館、茨城県立歴史館から
導入に至った経緯、導入後の問
題点等に関する報告が行われ
た。
　また、導入には至らなかったも
のの将来的には検討すること考
慮している徳島県立文書館、奈良
県立図書情報館、秋田県公文書
館から同制度に関する検討状況
に関する報告が行われた。
　次に、「研修に関するアンケート
結果」について報告し、公文書館
専門職員養成課程を始めとする
各研修への積極的な参加を求め
た。
　最後に、平成２０年度の全国館
長会議の開催について、６月９日
の「国際アーカイブズの日」に合
わせて東京において開催すること
を申し合わせた。

ニ ・ ・

・

　主な意見交換、相互協力等は、
次のとおりである。

　アーカイブズ関係機関協議会
　館の働きかけにより、平成１９年
５月２３日、ＡＲＭＡ－
International、企業史料協議会、
記録管理学会、日本アーカイブズ
学会、（社）日本画像情報マネジメ
ント協会、日本歴史学協会国立公
文書館特別委員会及び館の７団
体による「アーカイブズ関係機関
協議会」が設立された。また、オブ
ザーバーとして、全国歴史資料保
存利用機関連絡協議会が参加す
ることになった。

Ａ   　歴史公文書等の保存、利用に
関する学術団体、機関等による
連絡会議を設け、意見交換、相
互協力等を行う。

連絡会議の設置状況、意
見交換、相互協力等の状
況

同上。
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　平成１９年１２月３日に第２回会
合を開催し、今後の会議の進め
方等について協議した。
　平成２０年３月１１日に第３回会
合を開催し、アーカイブズを取り
巻く情勢について意見交換を行う
とともに、平成２０年度全国公文
書館長会議に合わせて開催する
国際アーカイブズの日記念講演
会への協力及び第１６回ＩＣＡクア
ラルンプール大会に関する情報
の提供が行われた。

・

・

・

　日本歴史学協会国立公文書館
特別委員会
　平成１９年７月５日、館におい
て、日本歴史学協会国立公文書
館特別委員会と館の定例懇談会
を開催した。特別委員会から委員
長外８名、館からは館長及び職員
が出席し、館の運営状況を説明す
るとともに、意見交換等を行った。
　日本アーカイブズ学会
  平成１９年４月２１日及び２２日
に学習院大学で開催された日本
アーカイブズ学会大会に理事が
出席した。
　全国歴史資料保存利用機関連
絡協議会
　平成１９年１１月２０日から２２日
に茨城県立県民文化センターに
おいて開催された全国歴史資料
保存利用機関連絡協議会全国大
会に理事が出席し、来賓として挨
拶を行った。また、２０日には理事
が茨城県副知事等に面会し、公
文書館に関する意見交換を行っ
た。

・ 　記録管理学会
　平成１９年６月９日に静岡で開
催された２００７年研究大会に理
事が出席した。

・
　ＩＳＯ/ＴＣ４６（情報とドキュメン
テーション）及びＩＳＯ/ＴＣ１７１（文
書画像アプリケーション）国内委
員会
  平成１９年度に日本規格協会等
で開催されたＩＳＯ/ＴＣ４６国内委
員会に５回、ＪＩＩＭＡで開催されたＩ
ＳＯ/ＴＣ１７１国内委員会に９回職
員がそれぞれ出席をした。

　詳細は、報告書８６頁「7(4)学術
研究者・関係機関との懇談・交
流」に記述。
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ホ ・ ・
Ａ

・

・

・

・

　兵庫県・市町文書管理主管課連
絡会議
　平成１９年１０月１６日に兵庫県
で開催された兵庫県・市町文書管
理主管課連絡会議に職員を講師
として派遣した。
　第２回文献史料保存活用講習
会
　平成１９年１０月２６日に長野県
立歴史館で開催された第２回文
献史料保存活用講習会に職員を
講師として派遣した。
　秋田県公文書館市町村史料保
存機関連絡会議
　平成１９年１１月１５日に秋田県
公文書館で開催された市町村史
料保存機関連絡会議に職員を講
師として派遣した。
　福井県文書館リーフキャスティン
グ講習会
　平成２０年１月１７日に福井県文
書館で開催されたリーフキャス
ティング講習会に職員を講師とし
て派遣した。

・ 　埼玉県立文書館修復研修会
　平成２０年２月７日及び８日に埼
玉県立文書館で開催された修復
研修会に職員を講師として派遣し
た。

　詳細は、報告書８８頁「7(5)外部
研究会等への講師の派遣」に記
述。

・

・

・

　国の機関又は地方公共団体等
が行う各種研修会等に講師を派
遣する。

各種研修会等への講師
の派遣状況

同上。 ○平成19年度派遣（出席）実績
　派遣件数：２３件
　派遣機関：２３機関
　派遣人数：３０人

　主な派遣（出席）先は、次のとお
りである。
　平成１９年度公文書講演会
　平成１９年５月１８日に沖縄県公
文書館で開催された平成１９年度
公文書講演会に職員を講師として
派遣した。
　新県立図書館を考えるシンポジ
ウム
　平成１９年９月１０日に山梨学院
大学で開催された新県立図書館
を考えるシンポジウムで理事が基
調講演を行った。
　人事院主催第１２３回行政研修
（係長級）
　平成１９年９月２７日に開催され
た人事院主催第１２３回行政研修
で館長が特別講義を行った。
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ヘ ・ ・ ・ A   

ト ・ ・ ・

・

・

・

　季刊誌として、特集号（国際公
文書館会議東アジア地域支部第
８回総会及びセミナー）を含め年4
回刊行した。
　資料の保存の観点から脱酸の
方法を３回にわたって取り上げる
とともに、新設館を２館紹介した。
　各1,000部作成して、国・地方の
公文書館、国の機関、地方公共
団体、研究機関等に配布。特集
号は1,100部印刷した。
　刊行後速やかにホームページに
掲載し、より広い情報提供に努め
た。

　詳細は、報告書７８頁「②情報誌
「アーカイブズ」の刊行」に記述。

A   

⑥ ⑥ 　  

・ ・ ・ Ａ   

・ ・ ・ A   

「ぶん蔵」の内容の充実
状況

同上。

　また、利用者の利便性向上のため、引
き続き、立法府、司法府を含む国の保存
利用機関との間で、更なる情報内容の
充実について検討する。

　EASTICA総会日本開催に伴い
招へいする海外アーキビストによ
るセミナーの開催等を通じて、諸
外国の情報を提供する。

　保存利用機関等が保持する歴史公文
書等の所在情報を一体的に提供するた
め、国の保存利用機関の所在情報や所
蔵資料をわかりやすく紹介すること等を
目的とした歴史公文書探究サイト「ぶん
蔵」の内容の充実を図る。

　利用者の利便性を図るため、保
存利用機関等が保持する歴史公
文書等の所在情報を一体的に提
供することを目的として、これら機
関との連携を更に推進し、所在情
報の共有化を図るとともに、可能
なところから、利用者の利便性向
上のための所在情報の提供に努
める。

情報内容を充実させるた
めの検討状況

同上。

同上。

海外のアーキビストによ
るセミナーの開催状況及
び情報提供状況

同上。

　利用者の利便性向上のための
所在情報の提供

　歴史公文書等の保存、利用等
に関する情報誌である「アーカイ
ブズ」を発行し、国及び地方公共
団体等に配布する。また、内容の
充実を図るとともに、ホームペー
ジ上で公開する。

　利用者の利便性向上のための所在情
報の提供

アーカイブズの発行、配
布状況及びホームページ
上での公開状況

第８回ＥＡＳＴＩＣＡ総会に際し、１
０月２３日及び２４日にＥＡＳＴＩＣＡ
セミナー及び記念シンポジウムを
開催し、米国国立公文書記録管
理局、マレーシア国立公文書館か
らアーキビスト２名を招へいした。

当日は、ＥＡＳＴＩＣＡ会員、国内
公文書館関係者等が多数参加し
た（ＥＡＳＴＩＣＡセミナー約１２０名、
記念シンポジウム約１５０名）。講
演原稿及び質疑応答の翻訳を、
「アーカイブズ」第３１号（平成２０
年１月）に掲載した。

　立法、司法機関を含めた7機関
で構成される「歴史公文書等所在
情報ネットワーク検討連絡会議」
を3回開催し、歴史公文書探究サ
イト「ぶん蔵」の内容の拡充及び
各機関の情報交換など具体的な
提供方策について検討を行った。
　また、類縁機関等に対する当館
ホームページのリンクを23機関か
ら25機関に拡充した。

　宮内庁書陵部の資料を紹介した
「明治の空に気球舞う」など関係
機関の資料紹介のためのコンテ
ンツを追加したほか、当館の資料
を基にした「暦」、「オリンピック」な
どのコンテンツ内容の充実及び
トップページのデザイン変更や「モ
ジョカフェ」、「歳時記欄」の設置な
どのリニューアル作業を行った。
（更新件数93件、アクセス件数138
千件）
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⑦ ⑦   

ⅰ)   

・ ・ A   

・ ・ A  

・

・

・

・

・

・

・

同上。

国立公文書館からの説明等
を受け、分科会委員の協議
により判定する。

　また、平成１９年秋に第８回国際公
文書館会議東アジア地域支部（ＥＡＳ
ＴＩＣＡ）総会及びセミナーを東京で開
催し、東アジア諸国等と日本の公文
書館の交流を図る。

ＩＣＡでの活動状況

ＥＡＳＴＩＣＡ総会及びセミ
ナーの開催状況と内容

　国際的な公文書館活動への参加・貢
献

　国際的な公文書館活動への積極
的貢献
　館が国際社会における我が国の地
位にふさわしい形でその役割を果た
すため、国際公文書館会議（ＩＣＡ）の
副会長国としての活動を中心に、積
極的な貢献を行う。

　館が国際社会における我が国
の地位にふさわしい形でその役
割を果たすため、情報交換の促
進など国際的な公文書館活動へ
の積極的な参加・貢献を行う。

　国際的な公文書館活動への参
加・貢献

　11月10日から11月17日まで、カ
ナダ（ケベックシティ）で開催され
た第40回CITRAにおいて、館長が
ICA副会長としてCITRA事務局会
合、執行委員会、管理運営委員
会、年次総会に出席。キュラソー
合意を受けた憲章改正、次期事
務総長の選出等に貢献した。
　その他、館長がアイスランド（レ
イキァビーク）で開催されたICA執
行委員会、ロシア（サンクトペテル
ブルグ）で開催された管理運営委
員会、ベルギー（ブリュッセル）で
開催されたICA次期事務総長選考
委員会等に出席し、副会長としてＩ
ＣＡの運営に積極的に関与した。
　2008年7月に行われるICAクアラ
ルンプール大会に向けて、3セッ
ション1ワークショップを企画する
等、大会への日本からの積極的
な参加推進に努めた。

　10月21日から26日まで、東京で
「電子政府化の進展と電子記録
管理」をテーマに第8回 EASTICA
総会及びセミナーを開催し、6か国
約120名の参加があった。
　10月23日に開かれた第8回ＥＡＳ
ＴＩＣＡ総会において、館長が新議
長に選出された。
　10月24日、ＥＡＳＴＩＣＡ東京総会
開催記念シンポジウム及びレセプ
ションを開催し、ＥＡＳＴＩＣＡ会員以
外の日本の参加者も含めて約150
名の参加があった。パネルディス
カッションでは、会場からも多くの
質問が寄せられ、活発な討論が
展開された。
　10月24日の記念レセプションで
は、福田康夫内閣総理大臣から
メッセージが寄せられ、参加者に
披露された。

　詳細は、報告書９１頁「８　国際
交流」に記述。
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ⅱ)   

・ ・ A 

ⅲ)   

・ ・ ・ A   

ⅳ)  

・ ・ A 

・ ・ ・ 　日米アーカイブセミナー（東京）、
豪州日本研究協会15周年記念会
議(キャンベラ）、日本資料専門家
欧州協会（ローマ）、カリフォルニ
ア大学、復旦大学（上海）等にお
いて、役職員が館及びアジ歴の
活動に関する報告・プレゼンテー
ションを行った。

A   

・

・

・

・

・

・

　館の充実に資するため、先進的な
外国の公文書館等への視察、情報
の交換、資料交換等を通じ、外国の
公文書館及び公文書館制度等に関
する情報の収集及び蓄積を行う。
　また、国際会議における発表等を
通じて、館に関する情報の海外発信
に努める。

同上。

　国際会議等への参加

　アジア地域の公文書館と一層緊密
な関係を築くため、今後とも交流を深
めるとともに、外国の公文書館等か
らの訪問・研修受入れ等の要請に積
極的に対応する。

同上。

　外国の公文書館に関する情報の
収集と館情報の海外発信

　

館長の主宰のもと、ｹﾍﾞｯｸ・ｼﾃｨｰ（ｶﾅ
ﾀﾞ）で開催される国際公文書館円卓
会議（CITRA）、及び館が東京で開催
するEASTICA総会及びｾﾐﾅｰにおい
て、我が国の実情を紹介するととも
に、参加各公文書館関係者との交流
を深める。また、その他公文書館活
動に関連する国際会議等に参加し、
国際交流・協力を推進する。

ＣＩＴＲＡ、ＥＡＳＴＩＣＡ及び
その他の国際会議への
参加状況

　外国の公文書館との交流推進

情報の海外への発信状
況

同上。国際交流推進の状況

外国公文書館等の視察、
情報交換、資料交換等の
状況

同上。

　11月10日から11月17日まで、カ
ナダ（ケベックシティ）で開催され
た第40回CITRAにおいて、館長が
議長役として会議を取りまとめ、
初の試みとして世界国立公文書
館長会議を開催し好評を得た。
　第8回 EASTICA総会及びセミ
ナーに館長等が参加し、職員がカ
ントリーレポートを報告した。
　記念シンポジウムやレセプショ
ン、都内視察等を通じて、海外か
らのEASTICA参加者と日本の
アーカイブズ関係者の交流の機
会を設けた。
　日米アーカイブセミナー（東京）、
豪州日本研究協会15周年記念会
議（キャンベラ）、日本資料専門家
欧州協会会議（ローマ）等の国際
会議に役職員が参加し、館及びア
ジ歴の活動について報告した。

　詳細は、報告書９１頁「８　国際
交流」に記述。

 　ＡＲＭＡ International会長
（5/11）、天津市档案館館長一行
（7/3）、ＥＡＳＴＩＣＡ総会参加者
(10/22）、駐日オマーン国大使
（3/11）、北京市档案局副局長一
行（3/28）等が当館を訪問し、館
長等と懇談、館内を視察した。

　詳細は、報告書９１頁「８　国際
交流」に記述。

　館長等がアイスランド国立公文
書館設立125周年記念式典、サン
クトペテルブルグ国立歴史公文書
館開館記念式典に出席した。ま
た、館長等がベルギー国立公文
書館、ケベック国立図書館公文書
館、韓国国家記録院、中国国家
档案局等を訪問し、視察・意見交
換等を行った。
　外国公文書館等から寄贈された
文献約90冊を受け入れた。
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・

・

・

・

・

　センター長がソウル市内広報文
化院ホールにおいて講演を行っ
た。（11/22）
　ポストカードブックの解説、特別
展「漢籍」解説等の英語版を作成
した。
　EASTICA、CITRA等の会合につ
いて英文ホームページで報告し
た。
　修復技術を紹介するDVDの英
語版を作成した。
　研究紀要「北の丸」第40号及び
「年報」第36号を海外の公文書館
等に発送した。

　詳細は、報告書９１頁「８　国際
交流」に記述。

⑧ ⑧  
ⅰ) ・  A   

・

・ 　内閣文庫所蔵の朝鮮本解題を
平成16年度から4年計画で作成す
ることとしており、平成19年度は63
部の解題を作成した。

A  

・ 　利用者の検索を容易にすること
を目的として、内閣文庫所蔵資料
（国書）の絵図所在情報を4年計
画で作成することとしており、計画
の最終年度である平成19年度は
「魚仙水族写真」「魚介図」「魚類
譜」計4冊の絵図細目原稿を作成
した。この成果は、「北の丸」第40
号に掲載するとともに、ホーム
ページで公開した。

・

・

・

　検索手段の充実を図るため、平
成１８年度に作成した明治以降の
省庁及び各省庁の部局レベルで
組織の変遷をたどることができる
「省庁組織変遷図」をホームペー
ジに公開した。
　「太政類典目録」のデジタル化を
行い、デジタルアーカイブとの連
携が行える検索補助手段を作成
し、ホームページに公開した。
　ホームページのサブコンテンツと
して、明治・大正・昭和期の我が
国の歴史を「年表」、「時間」、「出
来事」からたどることができるデジ
タルアーカイブ及びアジ歴データ
ベースと連携した「公文書でみる
日本のあゆみ」を追加した。

２５％
以上

国立公文書館からの説明等
を受け、分科会委員の協議
により判定する。

研究連絡会議の開催状
況（年間１２回以上）

　調査研究

７５％
未満

　調査研究
２５％
未満

１００％
未満

７５％
以上

１００％
以上

所蔵歴史公文書等の内
容等についての調査研究
の内容及びホームページ
での公開状況

 
100％以上
　館長以下本館役職員、つくば分
館職員及びアジ歴職員が参加す
る研究連絡会議を12回開催した。
主な議論の内容は、各専門官等
が実施する調査研究課題のほ
か、移管事務の進ちょく状況、春・
秋の特別展、国際会議参加報告
等多様なテーマについて、活発な
議論を行った。

　移管・保存、公開審査・利用及
び修復等に関する諸問題につい
て広く館職員の間で認識を共有
するため、自由闊達な意見交換
と、協議決定や外部有識者を招
へいしての勉強会を行うことを目
的とした研究連絡会議等を、定期
的なものの他に、必要に応じて臨
時的に開催するものを含め年１２
回以上開催する。
　特に、館の中核的業務を担う
アーキビストとしての公文書専門
官・公文書研究官は、館が所蔵す
る歴史公文書等の内容等につい
て調査研究を行い、国民への紹
介に資することとする。

　移管・保存、公開審査・利用及び修
復等に関する諸問題について広く館
職員の間で認識を共有するため、自
由闊達な意見交換と、協議決定を行
うための研究連絡会議等を年12回
以上開催する。特に、館の中核的業
務を担うアーキビストとしての公文書
専門官・公文書研究官は、館が所蔵
する歴史公文書等の内容等につい
て調査研究を行い、その成果をホー
ムページ上で公開する。
  また、外部講師を招き講義を受け
るとともに意見交換を行い、公文書
専門官等のアーキビストとしての素
養、資質の向上を図る。
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・ ・ A 

・

・

・

・

ⅱ) ・ ・ ・ 　当館から地方自治体の設立す
る公文書館への情報発信として
「公文書館の指定管理者制度へ
の取り組みについての考察」、ま
た、デジタルアーカイブのデータ
ベース構築について論じた「アジ
ア歴史資料センターにおける情報
提供の実際と展望」,マクロ評価選
別について我が国政府の公文書
を対象にした事例研究「機能別評
価選別による行政文書の評価と
選別」等を掲載することで、「北の
丸」の内容をより充実させることと
した。

A   

・

・

　また、利用者の検索を容易にす
ることを目的として内閣文庫（国
書）の絵図所在情報を掲載するこ
ととし、「魚仙水族写真」「魚介図」
「魚類譜」計4冊の絵図細目原稿
を作成した。
　平成18年度の国書の絵図所在
情報の成果は、「北の丸」第40号
に掲載するとともに、ホームペー
ジに公開した。

・ 　「北の丸企画・編集ＷＧ」及び研
究連絡会議において掲載内容の
検討を行い、研究紀要「北の丸」
の充実に努めた。

　研究連絡会議では、外部の有識
者を招いた勉強会として、以下の
とおり３回開催し、それぞれ講義
を聴くとともに、館役職員との意見
交換を行った。
　チャールス・Ｂ・ラウリー氏（ メ
リーランド大学図書館長）：　「デジ
タル・アーカイビング：現状の検
証」坂口英子氏（ メリーランド大学
図書館プランゲ文庫室長）：　「メ
リーランド大学図書館所蔵プラン
ゲ文庫紹介と資料構成」
　靍原美恵子氏(北海道立文書
館）、渡辺佳子氏（京都府立総合
資料館）：　「地方自治体における
公文書館の現状と課題につい
てー業務、組織等の見直しを中心
にー」
　山﨑久道氏（中央大学文学部教
授）：　「日本の情報資源に関する
問題点と政策的対応の必要性 －
データベースを例に－」
　研究連絡会議における自由闊
達な意見交換等により、専門官等
のアーキビストとしての素養、資
質の向上を図るとともに、館職員
間の公文書館をめぐる諸問題、諸
課題に関して共通認識の形成が
図られた。

同上。

　館が行った調査研究の成果等を公
表する研究紀要「北の丸」により多面
性を持たせるため、研究連絡会議で
検討し、その内容の充実を図る。
　また、海外向けには英文目次に加
えて主要掲載論文の英文要旨を添
付し、情報発信に努める。

国立公文書館からの説明等
を受け、分科会委員の協議
により判定する。

外部講師の招へい状況

紀要「北の丸」の内容等
及び主要掲載論文の英
文要旨の添付状況
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・ 　海外への関係機関には掲載内
容を分かりやすく発信するため
に、掲載論文の英訳要旨を巻末
に掲載した。

 

・ 　1，000部作成し、国・地方の公
文書館、図書館、国の機関、大学
附属図書館、大学アーカイブス、
大学史料室、研究機関、海外の
公文書館等に配布した。

ⅲ) ・ ・ ・

・

　内閣府における平成19年度中
間書庫パイロット事業の実施に当
たり、実施場所の検討、専門職員
採用に向けた検討、各府省の移
送文書の調査等において、適宜、
助言や情報収集、情報提供等を
行った。
　この結果、内閣府では平成19年
度中にパイロット事業を開始する
ことができた。

Ａ

(3) (3)   

 

 

① ①

ⅰ) ⅰ) ・ ・ ・ Ａ

・

ⅱ)  

 

　アジア歴史資料の整備に係る３
機関担当者会議を平成19年度に
は４回開催し、積み残し分の早期
提供に加え、本来のデータ提供時
期の前倒しを要請した。その結
果、公文書館から４６．０万画像、
外交史料館から５６．６万画像、防
衛研究所図書館から２０５．５万画
像、合計約３０８万画像（18年度積
残し分を含む。）を年度内に入手
した。
　入手した３０８万画像について
は、難読語が当初予想より多く、
新しい目録仕様への対応に時間
を要したものの、1年以内の公開
を目指しての目録データの作成及
び画像変換の作業を行い、年度
内に１０５万画像を公開した。

  

　アジア歴史資料データベースの構築

　 データベース構築計画に基づき、
国立公文書館については平成１９年
度にデジタル化されたアジア歴史資
料の提供を受ける。また、外務省外
交史料館と防衛省防衛研究所図書
館については１８年度にデジタル化
された資料の提供を受けると共に、
提供時期の前倒しを促していく。
　上記３所蔵機関から提供されたア
ジア歴史資料の画像変換や目録作
成等のデータベース構築作業の効
率化を図り、受入れ資料（計２３８万
画像）の１年以内の公開を実施す
る。中期計画３年目に当たる１９年度
中には公開資料約１５００万画像に
達することを目標とする。

　アジア歴史資料データベースの構築

　前期計画に引き続きデータベー
ス構築業務の効率化を図り、受入
れ資料の１年以内の公開を実施
する。

　アジア歴史資料のデータベースの構築
及び情報提供

　アジア歴史資料のデータベースの構築及
び情報提供

　また、新しくなったアジ歴の情報提供サー
ビスを広く内外に周知し、データベース利用
のより一層の促進を図るとともに、利用者が
継続的に安定して利用できるよう以下の各
措置を講ずる。なお、新システムにおいても
利用者の立場に立った利便性の向上のた
めのシステムの見直しを継続して行う。

　内閣府懇談会報告書（第２次）で提
言された公文書等の散逸を防ぎ早
めに分類・整理を行う「中間書庫シス
テム」の構築に向けて、内閣府ととも
に、中間書庫の具体的な機能や実
施上の課題、解決策を具体的に把
握・検討する。

　引き続きアジア歴史資料センター（以下
「アジ歴」という。）のデータベース構築計画
の促進を図る。

同上。　

　

19年度の受入れ状況及
び受入れ資料の画像変
換・目録作成作業の処理
状況

  

　各事業を通じて、外部委託を一層活用して
いく。また、利用者としての青少年をより念
頭に置いていく。

　

国立公文書館からの説明等
を受け、分科会委員の協議
により判定する。

中間書庫システムの構築
に向けた検討状況
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・
・

・ ・ ・

ⅲ) ・ ・

ⅱ)

ⅲ)    

② ②   

ⅰ) ⅰ) ・ ・ ・ Ａ   

・ ・ ・ 　新聞系の２サイトでバナー広告
を計画どおり３回実施した。

Ａ 　

・ 　夏休みの宿題等をテーマに新し
くタイアップ広告を２回実施した。

・

・

ⅱ) ・ ・ ・ 　日英中韓の４か国語対応アジ歴
紹介ＤＶＤを６，０００部作成し、在
外公館及び国際会議等で配布し
てきている。

Ａ  

・ 　ポスターを２，０００部作成し、大
学等関係機関１，８００個所に配
布した。

　前期計画に引き続きインター
ネット上で行いうる効果的な広報
活動に努める。

　その他広報対策、特にメディア対
策、一般広報資料及び啓発宣伝用
品の作成・配布も、多角的に組み合
わせて展開する。

同上。

その他の広報・メディア対
策等の取組み状況

　18年度入手分180万画像のすべ
て及び19年度入手分のうち105万
画像を公開したことで、19年度末
時点での累計公開画像数は目標
を上回る１，５３５万画像に達し
た。

　１９年度は英語ページの充実を重
点的に図る。

英語ページの作成状況 国立公文書館からの説明等
を受け、分科会委員の協議
により判定する。

　日露戦争（64ページ）、日米交渉
（41ページ）の二つの特別展全体
の英訳を公開した。
　英語ホームページ導入部などを
見直し、改善を図った。

１００％以上
　平成18年度に入手した資料は、
平成20年1月までにすべて所要の
作業を完了、公開し(処理後のカ
ウントで180万画像)、1年以内に
公開するとの目標を達成した。

　詳細は、報告書１０２頁「③デー
タベース構築作業」に記述。

２５％
未満

・

・

Ａ

Ａ

　国内外の利用者のニーズをより
良く反映した情報提供システムの
改善を図る。

　アジア歴史資料センターの広報

Ａ

　歴史等に関心を有するユーザー
に対する行動ターゲット広告を
Yahooのサイトで１回実施した。
　これらの結果、アジ歴サイトへの
アクセス数は大幅に増加した。

　詳細は、報告書１０４頁「（1）イン
ターネット広報」に記述。

　Yahoo(日本語)及びGoogle(日・
英両方)において通年で実施し
た。また、委託先との定期的な協
議により、検証、改訂、効果測定
を行い、効率的なアクセス誘導に
努めた。

　詳細は、報告書１０４頁「（1）イン
ターネット広報」に記述。

18年度に受け入れた資料
（177万画像）の１年以内
の公開の実施状況

同上。

公開目標約１５００万画像
の達成状況

バナー広告などその他の
インターネット広告の実施
状況

国立公文書館からの説明等
を受け、分科会委員の協議
により判定する。

１００％
以上

　アジア歴史資料センターの広報

　

　広報効果の高いスポンサーサイト
広告を和英文双方で継続して行うと
ともに、バナー広告などその他イン
ターネット広告も時宜に応じて行う。

スポンサーサイト広告等
の和英での実施状況

　前期計画のシステム等の状況
調査を踏まえ、最新のデジタル情
報技術に対応したシステムを検討
し、適切な選定を行う。

国立公文書館からの説明等
を受け、分科会委員の協議
により判定する。

７５％
以上

１００％
未満

２５％
以上
７５％
未満
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・ 　中・韓版リーフレットをそれぞれ
３，０００部作成し、国内外の関係
機関に配布してきている。

・ 　国内外の学会プログラム等に広
告を３回掲載した。

・ 　読売新聞社会面に突き出し広告
を１回掲載した。

　詳細は、報告書１０３頁「２　広
報」に記述。

ⅱ) ⅲ) ・ ・ 　「日米交渉」のコンテンツを追加
し、「写真週報」の検索方法を改
善した。

Ａ   

・ 　「日露戦争」、「日米交渉」の二
つの特別展の英語版を公開した。
また、英語ページの内容を精査
し、改善を図った。

・ ・ ・ 　年表検索ソフトを使用した特別
展「条約と御署名原本に見る近代
日本史」を作成、公開した。

　詳細は、報告書１０５頁「（6）新
特別展の立上げ」に記述。

Ａ

ⅲ) ⅳ) ・ ・ ・ 　国内の大学、研究機関等１８箇
所において、延べ１，０００名以上
を対象に講演及び資料検索方法
等のデモンストレーションを行っ
た。

Ａ   

・ 　中国、韓国、欧米等の関係機関
を訪問し、講演を含めてアジ歴の
活動を紹介するとともに、協力の
方途につき意見交換を行った。ま
た、中国、韓国を始め海外機関の
関係者がアジ歴を来訪した際に
説明を行った。

　詳細は、報告書１０６頁「（7）国
内外関係機関との交流を通じた
広報」に記述。

③ ③   

ⅰ) ⅰ) ・ ・ ・ Ａ

　 　 ⅱ) ・ ・ ・ 　利用者モニター制度によりモニ
ターアンケートを実施し、１４３名
中１１５名から回答を得た。そこで
の評価、要望、提言を整理、分析
し、今後の事業に適宜反映させて
きている。

　詳細は、報告書１０９頁「３ 利便
性向上」に記述。

Ａ   

ⅱ) ⅲ) ・ ・ ・ Ａ   

同上。

　インターネットを通じたモニター制
度等により利用者の動向、ニーズ等
必要な情報収集を行うと共に、その
分析を行う。

モニター制度等による情
報収集及び分析の実施
状況

　アジ歴の提供資料の充実を図るた
が

国内の機関が保有するア
び

同上。

国内外の類縁機関との交
流状況

同上。

　学校教育等を始め、国内外の大
学等の日本研究機関との関係強
化を図るため、セミナー、デモンス
トレーション等を効果的に行う。

　引き続き、国内外の大学等教育・
研究機関や、文書館、図書館、関係
会議などの場で、セミナー、デモンス
トレーション等を効果的に行う。

国内外の大学等でのセミ
ナー、デモンストレーショ
ン等の実施状況

同上。

　利用者の利便性向上のための諸方
策

　利用者の利便性向上のための諸方策

多言語対応や検索手段の充実等
をはじめ、アジア歴史資料セン
ターのホームページの改善を図
る。

　 利用者にとっての機関横断的な利
便性を向上させるため、１９年度から
は特に国内外の類縁機関との交流
を一層深め、連携を強化する。

同上。

新たな特別展の立ち上げ
状況

同上。

　より幅広い利用者の拡大を図る
ため、インターネット上で特別展を
実施する。

　アジア歴史資料センター提供資

　センター長は、18年度に中国の
関係機関を訪問したのに続き、19
年度には韓国を訪問した際、韓国
国史編纂委員会や国家記録院の
トップと会見し、機関横断的な利
便性向上も念頭に置いた今後の
協力に合意した。これを受け、20
年度にはその具体化に向けた協
議を行う予定。

　国内の関係機関が保有するア

　アジ歴サイト上の既存の特別展を
充実・強化する（英語版作成を含む）
と共に、１９年度も新たな特別展を立
ち上げる。

既存の特別展の充実・強
化の状況
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・ 前年度調査結果は、所蔵機関の
合意を得て１９年度にアジ歴ウェ
ブサイトで公開した。

ⅲ) ⅳ) ・ ・ ・ Ａ   

ⅴ) ・ ・ ・

・

　リンク先を検討し、国内の歴史
資料館及び研究所等６６箇所をリ
ンク先に追加した(20年度には海
外機関などを追加)。
　相互検索については、国内外関
係機関との交流の機会にその可
能性について意見交換した。今
後、引き続き協議する予定。

Ａ

ⅵ) ・ ・ ・

・

　18年度に実施したセキュリティ
監査報告の提言を受け、システム
の設定変更、脆弱性の改善を
図った。
　閲覧室・事務室のレイアウト変
更等管理体制の強化を図った。

　詳細は、報告書１０３頁「（3）セ
キュリティの強化」に記述。

Ａ   

3 3  

・ ・ ・ Ａ

・

・

　引続きアジ歴情報システムのセ
キュリティの維持に努める。

セキュリティ維持のため
の措置状況

同上。

　国内外の類縁機関とのリンク網を
拡充する。また、相互検索の強化に
向けた可能な方策を検討する。

リンク網の拡充及び相互
検索の強化に向けた検討
状況

同上

 上記それぞれの結果も踏まえ、アジ
歴サイトのコンテンツ、検索システム
等を随時見直し、国内外利用者の
ニーズをより良く反映した情報提供
サービスとなるよう、システムの一層
の改善を図っていく。

アジ歴サイトのコンテン
ツ、検索システム等の見
直し改善状況

国立公文書館からの説明等
を受け、分科会委員の協議
により判定する。

め、国内の機関が保管するアジア歴
史資料について、その内容、所在の
把握に努める。

ジア歴史資料の内容及び
所在の把握状況

別紙のとおり。別紙のとおり。

　予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画
及び資金計画

予算、収支計画、資金計
画に対する実績額

料の充実を図るため、国内の機
関が保管するアジア歴史資料に
ついて、その内容、所在の把握に
努める。

　関係諸国民の利用を容易にし、
併せてアジア近隣諸国等との相
互理解の促進に資するため、国
外の大学・研究機関との交流を行
う。

 

 

　「平成19事業年度財務諸表」及
び「平成19事業年度計画予算・収
支計画・資金計画及び実績」参
照。

　資料目録やユーザーの検索語
について、形態素解析を利用し
て、調査を行った。この調査結果
などを反映しつつ、辞書について
も見直しを行い、キーワードの関
連語、同義語等の追加・修正・削
除等の作業を行った。
　階層検索で表示される資料階層
について、各所蔵機関の資料構
造に従った形で改善を行った。

　詳細は、報告書１０９頁「３ 利便
性向上」に記述。

ジア歴史資料について、１８年度
に引き続き、１９年度にもその所
在、種類、内容等に関する調査を
行った。

国立公文書館からの説明等
を受け、分科会委員の協議
により判定する。

　予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及
び資金計画

　年度計画に定める予算に対する
決算において差額が生じている
が、「公文書等保存利用経費」に
おける差額は、国民に対するサー
ビス向上のため、公文書等のマイ
クロフィルム化及びデジタル化の
進ちょくを図ったこと等による執行
増であり、「アジア歴史資料情報
提供事業」及び「一般管理費」に
おける差額は、入札による差額及
び事業費等の節減等に伴う執行
残であり、「人件費」における差額
は、欠員があったこと等に伴う執
行残である。
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4 4   
・ ・ ・ 実績なし ―

5 5   
 

  

6 6   
・ ・ ・ 　目的積立金（通則法第44条第3

項積立金
Ａ   

　なし

（参考）利益剰余金（通則法第44
条第1項積立金）

・ 発生状況：
平成17年度：発生(   3,479,429円)
平成18年度：発生(　　 168,746円)
平成19年度：発生(△2,036,341円)

・ 金　　　額：              1,611,834円

・ 発生原因：リース債務に伴う損失
        が多かったこと等のため。

・ 使　　　途：積立金として整理。

・ 管理状況：普通預金にて管理。

7 7   

(1) (1)   
  その見込みはない。  

(2) (2)   

① ・ ・ ・ Ａ
　

・

②
・

・ ・ ・ Ａ

  

(3) (3) ・ ・ ・ 　アジア歴史資料センター情報提
供システムの賃貸借

Ａ

平成18年10月～23年9月
・ 国立公文書館ＬＡＮシステム等の

賃貸借

平成19年8月～24年7月

　重要な財産の処分等に関する計画

　短期借入金の限度額は、１億円とし、運営
費交付金の資金の出入に時間差が生じた場
合、不測の事態が生じた場合等に充てるため
に用いるものとする。

短期借入金の発生状況
　短期借入金の限度額

　その見込みはない。
　重要な財産の処分等に関する計画

　短期借入金の限度額は、１億円とし、運営費
交付金の資金の出入に時間差が生じた場合、
不測の事態が生じた場合等に充てるために用
いるものとする。

　短期借入金の限度額

　修復に当たる職員の退職に伴
い、業務の円滑な執行体制を確
保するため、必要な技能を有して
いる者を新たに職員として採用し
た。

国立公文書館からの説明等
を受け、分科会委員の協議
により判定する。

同上。

　中期目標期間を超える債務負担
　中期目標期間中の館業務を効率的に
実施するために、国立公文書館ＬＡＮシ
ステムに係るコンピュータの賃貸借につ
いて、次期中期目標期間にわたって契約
を行う。

　館の機能強化及び業務の多様化に対処
するため、弾力的な組織の構築とこれに対
応する適正な人員配置を行う。
　また、館及び関係省庁や民間などにおい
て実施する研修等に職員を積極的に参加さ
せ、資質の向上を図る。

賃貸借についての契約状
況

同上。　中期目標期間を超える債務負担
　中期目標期間中の館業務を効率的に実
施するために、国立公文書館ＬＡＮシステム
に係るコンピュータの賃貸借について、次期
中期目標期間にわたって契約を行う。

　館の機能強化及び業務の多様化に
対処するため、管理部門と業務部門
の業務実態等を踏まえ、弾力的な組
織の構築とこれに対応する必要な人
材を確保するとともに適正な人員配
置を行う。

参加させた研修の内容、
参加状況

同上。

　期末の常勤職員数は、期首の１名
減とする。

　

館の機能強化及び業務
の多様化に対処するため
の弾力的な組織の構築
や人員配置の状況

国立公文書館からの説明等
を受け、分科会委員の協議
により判定する。

剰余金の発生原因及び
使途、管理状況

　施設・設備に関する計画

　その他内閣府令で定める業務運営に関す
る事項

　その他内閣府令で定める業務運営に関する事
項

　施設・設備に関する計画
施設・設備に関する計画の見込みはない。

　重要な財産の処分等に関する計画の見込
みはない。

　剰余金の使途

  人事に関する計画

　剰余金の使途

　

　剰余金は、デジタルアーカイブ化の推進並び
にアジア歴史資料のデータベースの構築及び情
報提供に係る業務に充てるものとする。

人事に関する指標

  人事に関する計画

　剰余金は、デジタルアーカイブ化の推進並
びにアジア歴史資料のデータベースの構築
及び情報提供に係る業務に充てるものとす
る。

　館の機能強化及び業務の多様
化に対処するため、企画専門官１
名を配置した。

　「公文書館制度を支える人材養
成のためのＰＴ」を１０回開催し、
各研修内容の充実・強化に取り組
んだ。

　方針

　館の職員として必要な専門的知
識や職務の遂行に必須な知識な
どを習得させることを目的とし、延
べ１１名の職員を各種研修に参加
させた。
　
　詳細は、報告書１２頁「②職員の
能力、資質等の向上を図るため
の措置」に記述。

36 ページ



※

※

※
　

定性的な指標に基づく自己評価については、あくまで評価の際の参考とし、評価委員会において評価基準に基づき評価を行った。

評価委員会は、独立行政法人が行った定量的な指標に基づく自己評価については、自己評価に誤りがないか、指標に基づき適切な自己評
価をしているか等について調査・分析を行い、評価委員会として評価を行った。

項目別評価表の自己評価は、独立行政法人が自ら定めた年度計画をどの程度執行したかについて自ら評価したものであり、評価委員会が
業務実績評価を行う際の重要な判断材料となるものである。
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